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本報告書は、文部科学省のエネルギー対策特別会計委託事業による委託業務として、（財)放射

線影響協会が実施した平成 21 年度「原子力発電施設等放射線業務従事者等に係る疫学的調査（契

約書第 1 条で定めた委託業務題目）」の成果を取りまとめたものです。 

本委託業務実施のため、当協会は統計法に基づいて厚生労働大臣から人口動態調査に係る調査

票情報の提供を受けました。本報告書には、提供を受けた調査票情報をもとに、当協会が放射線

業務従事者に係る死亡統計を、独自に分析した成果が含まれています。 



はじめに 
わが国における原子力・放射線利用は、安全の確保を前提に、原子力発電、医療お

よび学術研究での放射線利用等、国民生活を支える様々な分野において定着してきた。 
しかし、放射線防護の観点から、放射線が生物に及ぼす影響、特に低線量域放射線

が人体に及ぼす健康影響については国民の関心が高く、かねてより国民への正しい情

報の発信と正しい理解の促進が求められているところである。近年、生物には低線量

域放射線に特有の細胞応答機能が備わっていることが知られるようになる等、低線量

域放射線の作用機序をはじめとして、基礎研究が急速な進展を見せているが、低線量

域放射線の被ばくを受ける人体への健康影響については未解明の点も多く、これを直

接的に観察する疫学的調査の役割は決して小さくない。 
 わが国には、全国的な規模での一元的な被ばく線量登録管理制度があり、原子力発

電施設等の放射線業務従事者の正確な被ばく線量の記録等が、（財）放射線影響協会

放射線従事者中央登録センターに遺漏なく登録・保管等されている。そこで（財）放

射線影響協会は、放射線業務従事者の個人被ばく線量を利用して、低線量域放射線が

人体に与える健康影響について科学的知見を得ることを目的に、文部科学省（当時科

学技術庁）の委託を受け、1990 年度（平成 2 年度）から、原子力発電施設等放射線

業務従事者等に係る疫学的調査を開始し、2004 年度（平成 16 年度）（5 年を 1 期と

した場合の第Ⅲ期）までの調査結果を 2005 年度（平成 17 年度）に報告した。 
本報告書は、調査期間をさらに 5 年間延長して 2009 年度（平成 21 年度）までの

調査結果をとりまとめたものである。この第Ⅳ期調査までの結果は総合的に、「低線

量域の放射線が悪性新生物の死亡率に影響を及ぼしている明確な証拠は認められな

かったと言える。」と評価された。 
近年公表された 15 ヵ国合同解析、英国放射線業務従事者の調査結果では、白血病

を除く全がんについて統計学的に有意のリスクの存在することが報告されているが、

喫煙を含め交絡因子の関与の程度が不明確である。しかし、わが国のこの放射線疫学

調査では直接的に喫煙等の生活習慣情報にもとづく調整が可能なサブグループを有

することが特徴であり、さらに観察を継続することにより貴重な科学的知見を提供す

るものと期待されている。 
したがって、低線量域の放射線が人体に及ぼす健康影響について、より信頼性の高

い科学的知見を得るためには、長期にわたる調査継続による統計力の増強と、交絡因

子の影響を排除した条件での新たな評価が是非とも必要である。そのためには、今後

ともこの放射線疫学調査を継続していくことが強く望まれ、諸賢兄姉のご支援を切に

お願いする次第である。 
最後に、本調査の実施にあたり、専門的立場からご指導、ご助言を賜った各界の方々、

原子力事業関係者の皆様に深く感謝の意を表する。 
 

平成 22 年 3 月  

財団法人 放射線影響協会

理 事 長 青 木 芳 朗
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Ⅰ．第Ⅳ期調査の概要 

１．調査目的 

（財）放射線影響協会では、1990 年度（平成 2 年度）から文部科学省（旧科学技

術庁）の委託を受けて、原子力発電施設、原子力研究開発施設等の放射線業務従事者

等を対象とした疫学的調査（以下、放射線疫学調査と略記。）を実施している。 
この放射線疫学調査は、未解明の点が多い低線量域放射線の健康影響について、科

学的知見を得ることを目的としており、（財）放射線影響協会放射線疫学調査センタ

ーがその実務を担当した。 
この報告書は、前回の第Ⅲ期調査（2000 年度（平成 12 年度）～2004 年度（平成

16 年度）から、さらに調査期間を 5 年間延長し、2009 年度（平成 21 年度）までの

第Ⅳ期調査結果をとりまとめたものである。 
 

２．調査方法  

２．１ 追跡方法等 

この放射線疫学調査の対象者数は、原子力発電施設等において放射線業務に従事

するため、1999 年（平成 11 年）3 月 31 日までに原子力事業者等から（財）放射

線影響協会放射線従事者中央登録センターへ登録され、実際に放射線業務に従事し

た日本人の男女合計約 27 万 7 千人である。 
放射線従事者中央登録センターから提供された調査対象者の個人識別情報をも

とに調査した住所情報にもとづいて、市区町村長から調査対象者の住民票の写し等

の交付を受けて生死を確認した。また厚生労働省から人口動態調査死亡票（CD-R
転写分）の提供を受け、住民票の写し等により確認した死亡者を照合することによ

り死因を調査した。 
放射線業務上の被ばく線量は、2007 年度（平成 19 年度）までの年度別個人線量

を放射線従事者中央登録センターから提供を受けた。 
 

調査対象者のうち、2009 年（平成 21 年）3 月 31 日までに、男女合計約 21 万 2
千人の生死を確認できた。残る約 6 万 5 千人は住所情報を収集できなかった等の理

由により生死を確認できていない。 
 

２．２ 解析方法 

この放射線疫学調査の解析対象者は、前向きに生死を確認できた男性、すなわち

一旦住民票の写しの交付を受け、その後の生死を確認できた男性約 20 万 4 千人で

ある。  
解析の対象となった放射線業務従事者について、前向き観察期間（1991 年（平

成 3 年）～2007 年（平成 19 年））における、主として悪性新生物の死亡率と放射

線業務上の被ばく線量との関連を検討するため、「外部比較」および「内部比較」
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を行った。 
 
「外部比較」では、解析対象者の死亡率が、全日本人男性死亡率（20 歳以上 85

歳末満）に比べて高いか否かを検討するため、年齢、暦年で調整した標準化死亡比

（SMR）を求めた。SMR は、観察死亡数と、全日本人男性死亡率から算出した期

待死亡数との比である。また SMR が 1 に等しいかどうかについて両側検定を行い、

p 値が 0.05 未満の場合に有意であると判断した。 
なお、外部比較では、放射線被ばくによる発がんの最短潜伏期を考慮しなかった。 

 

「内部比較」では、解析対象者を年度別被ばく線量の累積値（以下、「累積線量」

と略記。）により 10、20、50 および 100mSv を区切りとする 5 群に分類した。年

齢、暦年および最新の住民票の写し等の市区町村にもとづく地域で調整し、累積線

量の増加にともなって死亡率に増加する傾向があるかどうかについて片側検定を

行い、p 値が 0.05 未満の場合に有意であると判断した。この場合の期待死亡数は、

累積線量群別の死亡率が、線量群を無視した解析対象者全体の地域別・暦年別・年

齢 5 歳階級別死因別死亡率と同率であるとして求めた。 
なお、解析にあたり、非新生物疾患については最短潜伏期を考慮せず、新生物に

ついては放射線被ばくによる発がんの最短潜伏期を、白血病では 2 年、その他の新

生物では 10 年を仮定した。 
部位別悪性新生物については、多数の検定を繰り返して行うと偶然有意となるこ

とが考えられるので、解析対象の 16 部位を検定回数とした多重比較（Bonferroni
の方法）を行った。 
悪性新生物（固形がん）および非新生物疾患については、喫煙による交絡の可能

性を検討するため、15 ヵ国国際共同研究方法等を参考にそれぞれ喫煙関連疾患、

非喫煙関連疾患に分けて解析した。 
 

３．調査結果 

３．１ 解析対象者の特性 

前向きに観察した解析対象者（男性：203,904 人）の観察人年は 222.7 万人年で、

一人当たりの平均観察期間は 10.9 年であった。この観察期間内の死亡数は 14,224
人、このうち悪性新生物の死亡は 5,711 人であった。 
また 2007 年（平成 19 年）12 月 31 日現在、解析対象者の平均年齢は 54 歳で、

出生年の最頻値は 1950 年代であった。 
被ばく線量に関しては、一人当たりの平均累積線量は 13.3mSv であった。 

 
３．２ 外部比較 

全死因の SMR（95%信頼区間）は 1.01（0.99- 1.03）で有意差は認められなかっ

た。 
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非新生物疾患の SMR は 0.95（0.92- 0.97）で有意に 1 より低く、疾患別（10 疾

患）の SMR にも有意に 1 より高いものは認められなかった。 
慢性リンパ性白血病を除く白血病の SMR は 1.00（0.84- 1.18）で有意差は認め

られなかったが、白血病を除く全悪性新生物の SMR は 1.04（1.01- 1.07）で有意

に 1 より高かった。 
部位別悪性新生物（16 部位）の SMR は、肝臓、肺の悪性新生物が有意に 1 より

高かったが、他に高いものはなかった。 
なお、外因死の SMR は有意に 1 より高かった。 

 
３．３ 内部比較 

累積線量の増加にともなって、慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率には有

意の増加傾向は認められなかった（p=0.841）。一方、白血病を除く全悪性新生物の

死亡率には有意の増加傾向が認められたが（p=0.024）、肺の悪性新生物を除くと有

意の増加傾向は認められなかった（p=0.171）。 
全死因、非新生物疾患および外因死の死亡率には、累積線量にともなう有意の増

加傾向は認められなかった（全死因; p=0.136、非新生物疾患; p=0.609、外因死; 
p=0.087）。また非新生物疾患の疾患別（10 疾患）の死亡率にも、有意の増加傾向

は認められなかった（いずれの疾患も p≧0.05）。 

 
部位別（16 部位）の悪性新生物では、食道、肝臓および肺の悪性新生物の死亡

率に、累積線量にともなう有意の増加傾向が認められた（食道; p=0.039、肝臓; 
p=0.025、肺; p＝0.007）。また非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫に有意の増加傾

向が認められた（非ホジキンリンパ腫; p=0.028、多発性骨髄腫; p=0.032）。 
多重比較法では、これらすべての悪性新生物は有意ではなかった（食道; 調整後

p=0.471、肝臓; 調整後 p=0.333、肺; 調整後 p＝0.106、非ホジキンリンパ腫; 調整

後 p=0.365、多発性骨髄腫; 調整後 p=0.406）。 
 

喫煙関連の悪性新生物の死亡率には、累積線量の増加にともなう有意の増加傾向

が認められた（p=0.009）。しかし、喫煙関連の悪性新生物から、肺の悪性新生物を

除くと有意の増加傾向は認められなかった（p=0.108）。 
また非喫煙関連の悪性新生物の死亡率には、累積線量の増加にともなう有意の増

加傾向は認められなかった（p=0.830）。 
一方、喫煙関連および非喫煙関連の非新生物疾患の死亡率には累積線量にともな

う有意の増加傾向は認められなかった（各々p=0.369、p=0.808）。 
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４．考察 

４．１ 外部比較の結果について 

慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率は、全日本人男性死亡率（20 歳以上

85 歳未満）との有意差は認められなかった。白血病を除く全悪性新生物の死亡率

は、全日本人男性死亡率に比べ有意に高かったが、これは肝臓、肺の悪性新生物の

死亡率が有意に高いことが寄与しているものと考えられ、喫煙、飲酒等の生活習慣

等による影響の可能性を否定できない。 

非新生物疾患の死亡率は、全日本人男性死亡率に比べ有意に低く、疾患別（10
疾患）の死亡率においても有意に高い疾患は認められなかった。 
非新生物疾患の死亡率を観察期間別にみると、近年では全日本人男性死亡率との

有意差は認められなくなりつつあるが、観察期間を通じた死亡率が有意に低いのは、

健康労働者効果の影響が考えられる。また白血病を除く全悪性新生物は、相対的に

健康労働者効果の影響を受けにくいことを示唆する結果が示されている。 
 

４．２ 内部比較の結果について 

慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率に、累積線量の増加にともなう有意の

増加傾向は認められなかった。 
白血病を除く全悪性新生物の死亡率には有意の増加傾向が認められた。しかし、

白血病を除く全悪性新生物から、肺の悪性新生物を除外した場合には、累積線量に

ともなう有意の増加傾向は認められなかった。  
また悪性新生物（固形がん）を喫煙関連および非喫煙関連の悪性新生物に分類し

た調査では、累積線量の増加にともなって、喫煙関連の悪性新生物の死亡率に有意

の増加傾向が認められた。しかし、喫煙関連の悪性新生物から肺の悪性新生物を除

外した場合および非喫煙関連の悪性新生物の死亡率には有意の増加傾向は認めら

れなかった。 
このようなことから、累積線量にともなって白血病を除く全悪性新生物の死亡率

に有意の増加傾向が認められたのは、喫煙等による生活習慣等の交絡による影響の

可能性を否定できない。 
 
一方、非新生物疾患についても悪性新生物（固形がん）と同様に、喫煙関連疾患、

非喫煙関連疾患に分類して調査したが、双方の死亡率には累積線量にともなう有意

の増加傾向は認められなかった。 
喫煙関連の悪性新生物と喫煙関連の非新生物疾患で、死亡率と累積線量との関連

が異なるのは、喫煙による影響（リスク）は、悪性新生物が非新生物疾患より大き

いことに起因していることが考えられる。 
 
食道、肝臓および肺の悪性新生物の死亡率、また非ホジキンリンパ腫、多発性骨

髄腫の死亡率に、累積線量にともなう有意の増加傾向が認められた。 
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なお、多重比較法では、これらすべての悪性新生物は有意ではなかった。 
この放射線疫学調査では、一人当たりの平均観察期間が 10.9 年と短いため、こ

れらの悪性新生物の死亡率は、累積線量との有意の関連を偶然示した可能性につい

ても否定できない。特に、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫は、死亡数が少なく

不確実性が高いと考えられ、また欧米の放射線疫学調査においても累積線量との有

意の関連を示す事例は多くない。 

 

５．総合評価  

第Ⅳ期調査までの結果を総合して評価すると、以下のことから、低線量域の放射線

が悪性新生物の死亡率に影響を及ぼしている明確な証拠は認められなかったと言え

る。 
 
外部比較では、慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率は全日本人男性死亡率

（20 歳以上 85 歳未満）に比べ差は認められなかった。また白血病を除く全悪性新生

物の死亡率は、全日本人男性死亡率に比べ有意に高かったが、生活習慣等の影響の可

能性を否定できない。 
 
内部比較では、累積線量の増加にともなう慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡

率に有意の増加傾向は認められなかった。また白血病を除く全悪性新生物および喫煙

関連の悪性新生物の死亡率に、累積線量の増加にともなう有意の増加傾向が認められ

た。しかし、これらの悪性新生物から肺の悪性新生物を除いた場合には、有意の増加

傾向は認められなかった。 
非喫煙関連の悪性新生物の死亡率に、累積線量にともなう有意の増加傾向は認めら

れなかった。 
 
これらの事実を勘案すると、今回認められた白血病を除く全悪性新生物の死亡率と

累積線量との有意な関連は、生活習慣等の交絡による影響の可能性を否定できない。 
 
６．今後の課題 

今回の調査では、平均観察期間は約 11 年であり、解析対象者約 20 万 4 千人のうち

死亡者数は約 7%と少ないため、この対象者について観察期間を更に延長する必要が

ある。また生活習慣等の交絡による影響の可能性を否定できないことが示唆されてい

るため、交絡因子の関与についての調査も必要である。 
したがって、低線量域放射線と健康影響について、より信頼性の高い科学的知見を

得るためには、今後ともこの放射線疫学調査を継続する必要がある。 



 

 



Ⅱ．第Ⅳ期調査 

１．調査目的、体制等 

１．１ 調査目的 

放射線による健康への影響については、原爆被爆者、放射線治療を受けた患者等

の研究データから多くの科学的知見が得られている。とりわけ、広島・長崎の原爆

被爆者についての疫学研究成果は、原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（UNSCEAR）、国際放射線防護委員会（ICRP）等に、放射線の健康影響に関する

重要な基礎的知見を提供している。しかし原爆被爆者のデータは高線量率放射線を

瞬時に受けたものであり、低線量・低線量率（以下、「低線量域」と略記。）の放射

線による健康影響については、科学的に未だ解明されたとはいえない状況にある。 
このため、欧米では原子力産業施設従事者を対象とした疫学調査を行い、低線量

域放射線の健康影響についての知見を得る努力が払われてきている。 
一方、わが国では、原子力・放射線の利用が普及し、原子力発電、医療分野等の

社会の様々な分野において定着している。そこで、放射線の健康影響に関しての社

会的関心も高いことから、科学的知見を蓄積し、客観的な情報を国民に提供するこ

とが重要である。 
 

このような状況に鑑み、文部科学省（当時、科学技術庁）は、低線量域の放射線

が健康に与える影響に関する科学的知見を得るため、1990 年（平成 2 年）11 月か

ら、（財）放射線影響協会（以下、「当協会」と略記。）に委託して、原子力発電施

設、原子力研究開発施設等に従事した放射線業務従事者および従事している放射線

業務従事者を対象に疫学的調査を実施することとした（以下、「放射線疫学調査」

と略記。）。 
 

１．２ 調査経過 

文部科学省から委託を受けた当協会では、調査開始以降 5 年間を区切りとして放

射線疫学調査の進捗成果をまとめた。 
1990 年度（平成 2 年度）～1994 年度（平成 6 年度）に第Ⅰ期調査1)を、1995 年

度（平成 7 年度）～1999 年度（平成 11 年度）に第Ⅱ期調査2)および発がんに影響

を与える可能性のある喫煙、飲酒等の生活習慣等を調査する第 1 次交絡因子調査3)

を実施し、文部科学省へ調査結果を報告するとともに、学術専門誌に公表した4)5)6)。 
引き続き、2000 年度（平成 12 年度）～2004 年度（平成 16 年度）に第Ⅲ期調査

7)および生活習慣等の経年的変化等を考慮して第 2 次交絡因子調査8)を実施し、文部

科学省へ調査結果を報告した。 
放射線疫学調査では、生死の観察を長期にわたって継続し、また生活習慣等によ

る交絡の影響の可能性についても検討する必要があるため、2005 年度（平成 17 年

度）～2009 年度（平成 21 年度）に第Ⅳ期調査を実施した。 
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この報告書は、放射線業務従事者の悪性新生物、非新生物疾患等による死亡率が、

全日本人男性（20 歳以上 85 歳未満）の死亡率と異なるか否かを検討するとともに、

放射線業務上の被ばく線量との関連について調査検討した結果をまとめたものであ

る 
 

１．３ 調査体制 

当協会では放射線疫学調査の実施にあたっては、適正かつ効率的な調査を進める

観点から、外部の専門家等により構成する放射線疫学調査倫理委員会、放射線疫学

調査評価委員会、放射線疫学調査調査運営委員会および放射線疫学調査解析検討委

員会を設置し検討・審議を行った（図 1.3-1, p.10）。 
なお、各委員会での審議事項は下記の通りである。 
放射線疫学調査倫理委員会では、弁護士、法律等の専門家の参加を得て、調査に

係る倫理的課題について審議を受けた。 
  放射線疫学調査評価委員会では、疫学に関する専門家等の参加を得て、調査手法

および調査結果等についての審議を受けた。 
放射線疫学調査調査運営委員会では、疫学に関する専門家および原子力事業者の

参加を得て、調査計画等の策定および調査の実施方法等について審議を受けた。 
放射線疫学調査解析検討委員会では、疫学・統計解析に関する専門家の参加を得

て、疫学調査データの解析手法および解析結果等について審議を受けた。 
  また必要に応じて、これらの委員会の下部機関として専門委員会を設置し、被ば

く線量記録の取扱い等、専門的な課題について検討・審議を行った。 
 

１．４ 個人情報保護に係る措置 

（１） 個人情報ファイルの保有に係る措置 

この放射線疫学調査では、調査対象者の氏名、生年月日、住所、被ばく線量等

の個人情報を収集、利用する必要がある。このため、文部科学省は、放射線疫学

調査の開始にあたり、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保

護に関する法律」（昭和 63 年法律第 95 号）にもとづき、総務省（当時、総務庁）

に対して個人情報ファイルを保有することを通知した。これを受けて、総務省は、

文部科学省が放射線疫学調査ファイルを保有すること等を官報で告示9)した。 
その後、文部科学省は、2005 年（平成 17 年）4 月 1 日から施行された「行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 58 号）にもと

づき、放射線疫学調査ファイルに係る個人情報ファイル簿を作成し公表10)した。 
 

（２） 個人情報の取扱いに係る措置 

文部科学省から委託を受けた当協会は、個人情報保護関係法令および「疫学研

究に関する倫理指針」を遵守するため、放射線疫学調査倫理委員会で審議したう

えで、個人情報の取扱いに係る措置等を講じている。具体的には、当協会の規程
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および実務用の要領において、個人情報の取扱者、取扱場所、保管、廃棄、取扱

者の教育および守秘義務等に係ることについて定めている。 
これらの規程および要領にもとづき、この放射線疫学調査に利用する個人情報

を施錠可能な計算機室内でのみ取扱うこととし、入退室時におけるセキュリティ

対策を実施している。 
また計算機室内の電子計算機は、計算機室外のネットワークとは独立した環境

にあり、この電子計算機に放射線疫学調査用のデータベースを構築するとともに、

ID・パスワードによる認証を行い、アンチウィルスソフトおよび暗号化ソフトの

導入を図っている。 
 

（３） 調査対象者への説明と同意に係る措置 

放射線疫学調査を開始した当時、当協会は調査対象者本人に直接接触すること

はしなかった。これは、「この放射線疫学調査は国が実施する公益性の高い調査

であること、調査対象者が極めて多数であり本人の住所が把握できていなかった 
等の事情を総合的に勘案し、調査対象者本人に接触せずに放射線疫学調査を実施

したとしても、その当時の社会通念に照らして許容される。」と考えられたこと

によるものである。 
一方、当協会は、この放射線疫学調査の実施について調査対象者および調査関

係機関の理解を求めることは重要であるとの認識から、原子力事業者等への放射

線疫学調査に係るパンフレットの送付、原子力業界紙への放射線疫学調査に係る

広告掲載および調査結果のホームページへの掲載等を通じて、広報活動を積極的

に実施してきている。 
 

近年、個人情報保護の重要性について社会的機運が高まり、国は個人情報保護

に関連する法令を整備した。また国は、疫学研究が社会の理解と信頼を得て一層

社会に貢献するため、「疫学研究に関する倫理指針」を制定し、研究の実施に当

たっての個人情報保護に関する基本的な原則を示した。 
この倫理指針によれば、観察研究に対しては、「インフォームド・コンセント

を受けることを必ずしも要しない。研究の実施についての情報を公開し、研究対

象者となることを拒否できるようにしなければならない。」とされていることか

ら、当協会はホームページに放射線疫学調査の実施に関する情報を公開してきた。 
これまで当協会では放射線疫学調査に関する情報を積極的に公開してきたが、

2003 年度（平成 15 年度）に実施した第 2 次交絡因子調査では、調査対象者本人

に直接調査票を送付したことから、本人から当協会に放射線疫学調査に関して多

くの問合せがあった。これら本人からの問合わせ状況を踏まえ、当協会は、放射

線疫学調査に係る情報の公開を徹底することが必要と判断し、2003 年（平成 15
年）12 月から調査対象者本人に対し、放射線疫学調査についての説明および調

査対象者になることへの同意の意思の確認調査を実施した。 
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図１．３- １ 放射線疫学調査の調査体制 
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２．調査方法 

この放射線疫学調査では、当協会の放射線従事者中央登録センター（以下、「中央

登録センター」と略記。）に登録された放射線業務従事者を対象に、住民票の写し等

を用いて生死を追跡し、死亡者の死因を厚生労働省から提供された人口動態調査死亡

票（CD-R 転写分）を用いて調査した。また中央登録センターから提供された被ばく

線量を調査した。 

これらの収集資料をもとに、放射線業務従事者の業務上の被ばく線量と、死亡率と

の関連を調査した。 

 

２．１ 追跡方法等 

（１）調査対象者 

この放射線疫学調査では、中央登録センターおよび原子力事業者等が維持運営

している「被ばく線量登録管理制度」にもとづいて、原子力事業者等から中央登

録センターに登録された放射線業務従事者を調査対象としている。 

中央登録センターは、放射線業務従事者の被ばく線量等を全国規模で一元的に

登録管理および記録の保管等を行うため 1977 年（昭和 52 年）11 月に設立され、

「被ばく線量登録管理制度」の中心的推進機関の役割を果たしている。原子力事

業者等から中央登録センターに登録された放射線業務従事者は、原子力事業者が

保有する試験研究開発の施設、商業用原子力発電の施設あるいは燃料加工施設等

のうち、いずれか 1 箇所以上の事業所において放射線業務従事者の指定を受けた

者である（表 2.1-1, p.14）。 

 

調査対象者数は、中央登録センターへ 1999 年（平成 11 年）3 月末までに登録

された放射線業務従事者（累計約 34 万 3 千人）のうち、下記に該当する者を除

外した 277,128 人（男性：274,558 人、女性：2,570 人）である。 
① 中央登録センターに登録されたが、放射線業務に従事しなかった者 

   理由：放射線業務に従事した者を調査対象としているため。 
② 日本国籍を有しない者 

     理由：外国籍の者は住民票による生死確認調査ができないため。 
 

（２） 生死確認調査 

１） 住所情報調査 

この放射線疫学調査では、調査対象者の生死を住民票の写し等を用いて確認

することとしており、このため調査対象者の住所の情報を原子力事業者等の協

力を得て調査した。 
住所情報に関する調査の手順としては、まず始めに中央登録センターから、

調査対象者本人の登録氏名、生年月日、性別、中央登録番号および従事した原

子力事業所等の情報の提供を受けた。次にこれら中央登録センターから提供を
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受けた情報にもとづき、原子力事業者等の協力を得て、原子力事業所に保管管

理されている書類をもとに調査対象者本人の住所情報を調査し収集した。 
この住所情報に関する調査では、調査対象者 277,128 人（男性：274,558 人、

女性：2,570 人）のうち、240,817 人（男性：239,099 人、女性：1,718 人）の

住所情報を収集した。残る 36,311 人（男性：35,459 人、女性：852 人）の住

所情報は収集できなかった。なお、この住所情報調査は 1999 年度（平成 11
年度）で終了した。 

 
２）住民票の写し等による追跡調査 

住所情報を収集できた調査対象者について、住民基本台帳法（昭和 42 年法

律第 81 号）にもとづいて、その住所地の市区町村長に対し住民票の写し等の

交付を請求し、これにより生死の確認を行った。生死の確認にあたっては、住

民票または転出除票の写しの交付を受けた者を生存と判断し、死亡除票の交付

を受けた者を死亡と判断した。 
2009 年（平成 21 年）3 月 31 日までに住民票の写し等の交付を受けて、生

死を確認できた者は 211,592 人（男性：210,167 人、女性：1,425 人）であっ

た（表 2.1-2, p.15）。住民票の写し等の交付申請をしたものの、交付を受ける

ことが出来なかった者は 29,225 人（男性：28,932 人、女性：293 人）であっ

た。 
 

市区町村における除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令第 34 条により、

消除された日から 5 年間と定められていることから、原則的には保存期間を経

過した死亡除票または転出除票の交付を受けられない。 
住民票の写し等の交付を受けられなかった理由としては、住所情報に関する

調査で得た住所情報が交付請求時点の住民登録先住所と異なっていた、または

市区町村における除票の保存期間（5 年）をすでに経過していた等が考えられ

る。なお、女性について生死が確認された者は 55.4％と低い割合にとどまった

が、これは結婚等により姓を変更した等の理由が加わったことによるものと推

測される。 
 

この放射線疫学調査では、この生死の確認についての追跡調査を継続するた

め、一旦住民票の写し等の交付を受けた調査対象者については、その交付時期

以降、市区町村における除票の保存期間（5 年）を超えない範囲で、住民票の

写し等を交付請求することとしている。 
住民票の交付を受けた者のうち、前向きに追跡調査注を行った 205,903 人（男

性：204,506 人、女性：1,397 人）については、2009 年（平成 21 年）3 月 31
日までに 205,340 人（男性：203,943 人、女性：1,397 人）の生死を確認した。 
注：一般的に疫学調査では、調査集団を設定し追跡を開始した時点からみて、時間の進行方
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向に沿って情報を収集することを前向き追跡、一方過去に遡及して情報を収集すること

を後向き追跡という。 

 

３）生死確認者の線量分布 

一般に、生死を追跡するコホート調査では調査対象者が生死不明となる人数

は少ないことが望ましい。この放射線疫学調査では調査対象者 274,558 人（男

性）を追跡し、2009 年（平成 21 年）3 月 31 日までに 210,167 人（男性）の

生死を確認した。 
 

前向きに追跡した者では、累積線量群別の生死を確認できた割合はいずれの

線量群においても 99.5%以上であり、累積線量群間で殆ど差異がなかった（表

2.1-3, p.16）。 
一方、後向き追跡を含めた者では、累積線量が多い群ほど生死を確認できた

者の割合が高く、累積線量が少ない群ほどその割合は低い傾向にあった（表

2.1-4, p.17）。 
 

４） 同意の意思確認の状況 

当協会は、2003 年（平成 15 年）12 月から、前記「1.4 個人情報保護に係

る措置」のとおり、調査対象者に対し放射線疫学調査の説明と同意の意思の確

認を実施した。 

具体的には、調査対象者に対し“放射線疫学調査についての説明資料”およ

び“放射線疫学調査の対象者となることに同意しない旨の申出書”等を郵送し、

本人が調査の対象者になることについて同意しない場合には、その旨の申出を

受け付けた。 
2009 年（平成 21 年）3 月 31 日までに調査対象者の 12,410 人（男性：12,223

人、女性：187 人）から申出があり、その後は申出た者の住民票の写し等の交

付申請をしていない。 
なお、申し出者に関する個人情報の扱いに関して、倫理委員会において審議

検討し、すでに申出以前に収集した情報は、匿名化した上で、今後とも放射線

疫学調査ファイルに保有することについて承認を得た。 
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表２．１－１ わが国の原子力事業者 

（被ばく線量登録管理制度への参加事業者） 

 

（1999 年（平成 11 年）3月末時点） 

 

事業の種類 

 

 事 業 者 名 

 

原子力事業所所在地（事業所数） 

 

原子力 

 研究開発 

   

日本原子力研究所注１ 

 

核燃料サイクル開発機構注１ 

青森県（１）、茨城県（５）、京都府（１）

 

茨城県（２）、岐阜県（１）、福井県（２）、

岡山県（１） 

 

商業用 

原子力発電 

 

北海道電力株式会社 

 

東北電力株式会社 

 

東京電力株式会社 

 

中部電力株式会社 

 

北陸電力株式会社 

 

関西電力株式会社 

 

中国電力株式会社 

 

四国電力株式会社 

 

九州電力株式会社 

 

日本原子力発電株式会社 

 

北海道（１） 

 

宮城県（１） 

 

福島県（２）、新潟県（１） 

 

静岡県（１） 

 

石川県（１） 

 

福井県（３） 

 

島根県（１） 

 

愛媛県（１） 

 

佐賀県（１）、鹿児島県（１） 

 

茨城県（２）、福井県（１） 

 

燃料加工 

 ・その他 

 

原子燃料工業株式会社 

 

住友金属鉱山株式会社 

 

日本ニュクリア・フユエル株式会社注２

 

三菱原子燃料株式会社 

 

株式会社ジェー・シー・オー 

 

日本原燃株式会社 

 

茨城県（１）、大阪府（１） 

 

茨城県（１） 

 

神奈川県（１） 

 

茨城県（１） 

 

茨城県（１） 

 

青森県（２） 

注１:日本原子力研究所および核燃料サイクル開発機構は 2005 年（平成 17 年）10 月 1 日に 

    統合し、独立行政法人日本原子力研究開発機構となった。 

注２:日本ニュクリア・フユエル株式会社は、2001 年（平成 13 年）9月、株式会社グローバル・ 

ニュークリアフュエル・ジャパンに社名変更した。 
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表２．１－２ 調査対象者の生死確認結果 

 
   男性 女性 合計 

(1)調査対象者 274,558 2,570 277,128 

①住所情報が入手できなかった者 35,459 852 36,311 

②2009 年（平成 21 年）3 月末までに住

民票の写し等の交付を受けることが

できなかった者 

28,932 293 29,225 

(2)生死を確認できた者（ =(1)-①-② ）

   調査対象者に対する割合 

    210,167

   76.6%

1,425

   55.4%

211,592 

   76.4% 

注:2009 年（平成 21 年）3月 31 日までの生死確認調査による。 

 

 15



表２．１－３ 累積線量群別 前向き追跡調査（男性）の生死確認割合 

 

 

前向き追跡者 生死確認者 累積線量群 

（mSv） 人数 

（A） 

人数 

（B） 

追跡率（％） 

（B）/（A） 

<10 152,188 151,817 99.8 

10- 18,255 18,172 99.5 

20- 18,758 18,697 99.7 

50- 9,207 9,174 99.7 

100+ 6,098 6,083 99.8 

合計／平均 204,506 203,943 99.7 

注:2009 年（平成 21 年）3月 31 日までの生死確認調査による。 

注:累積線量は、2007 年度（平成 19 年度）までの年度線量の累積値である。 
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表２．１－４ 累積線量群別 調査対象者（男性）の生死確認割合 

（後向き追跡を含む） 

 

調査対象者 生死確認者 累積線量群 

（mSv） 人数 

（A） 

人数 

（B） 

追跡率（％） 

（B）/（A） 

<10 214,978 156,676 72.9 

10- 22,195 18,773 84.6 

20- 21,271 19,202 90.3 

50- 9,815 9,350 95.3 

100+ 6,299 6,166 97.9 

合計／平均 274,558 210,167 76.5 

注:2009 年（平成 21 年）3月 31 日までの生死確認調査による。 

注:累積線量は、2007 年度（平成 19 年度）までの年度線量の累積値である。 

 
 

 17



 （３） 死因調査 

この放射線疫学調査では、統計法（平成 19 年法律第 53 号）にもとづき厚生労

働大臣の承認を得て、人口動態調査死亡票（転写 CD-R 分）（以下、「死亡テープ」

と略記。）の提供を受けて、住民票の写し等により死亡を確認した者の原死因を

調査した。 
なお、前回第Ⅲ期調査までは、統計法（昭和 22 年法律第 18 号）にもとづき総

務大臣の承認を得て、厚生労働省から人口動態調査死亡票（磁気テープ転写分）

の提供を受けてきたが、全面改正された統計法が 2009 年（平成 21 年）4 月 1 日

から施行された。 
 

厚生労働省からは、性別、生年月日、死亡年月日、住所および原死因を入力し

た死亡テープの提供を受けた。なお、提供を受けた住所は都道府県別符号および

市区町村別符号であり、原死因の死因コードは、第 9 回、第 10 回修正国際疾病

傷害死因分類（以下、「ICD-9」、「ICD-10」と略記。）を基本とした死因基本分類

表11)12)による死因コード、または死因基本分類表をもとに作成された死因簡単分

類表11)12)による死因コードである。 
 
この死因調査の対象者は、死亡除票の交付を受けて、解析条件に適合する死亡

者とした。これらの死亡者の性別、生年月日、死亡年月日および住所の 4 項目を、

死亡テープに記載されているこれら 4 項目と照合し、照合項目が一致する者を死

亡テープから抽出し、その者の原死因を放射線疫学調査で判明した死亡者の死因

とした。一致する者を抽出することができなかった場合には、その死亡者の死因

は不明とした。 
今回、第Ⅳ期調査における死因調査の対象者は、2007 年（平成 19 年）12 月

31 日までに死亡した 6,576 人（男性 6,557 人、女性 19 人）であり、死亡テープ

と照合した結果、6,536 人（男性 6,517 人（判明率 99.4%）、女性 19 人（判明率

100%））の死因が判明した。残る 40 人（男性）の死因は不明であった。 
 
今回の死因調査の結果を、前回第Ⅲ期調査までの結果と合算すると、前向きの

追跡調査により確認できた死亡者は 14,257 人（男性 14,224 人（死因不明 80 人

を含む）、女性 33 人）であった。また後向き追跡を含めた場合には、死亡者 17,082
人（男性 17,043 人（死因不明 96 人を含む）、女性 39 人）であった。 
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（４） 被ばく線量の調査 

この放射線疫学調査では、調査対象者の年度別個人線量の記録を、中央登録センタ

ーから提供を受けた。この年度別個人線量の記録は、中央登録センターおよび原子力

事業者が維持運営している「被ばく線量登録管理制度」にもとづいて、各原子力事業

者が放射線業務従事者の個人線量（実効線量）の記録を、年度毎に中央登録センター

に登録したものである。 
放射線業務従事者が複数の原子力事業所で放射線業務に従事した場合でも、1977

年度（昭和 52 年度）に発足した「被ばく線量登録管理制度」により、その線量記録

が重複、脱落することなく、全国的な規模で放射線業務従事者の線量記録を一元的に

登録管理および記録の保管ができることとなった。 
なお、発足以前の個人線量の記録についても、各原子力事業者から中央登録センタ

ーに登録されている。 
 
今回の第Ⅳ期調査では、中央登録センターから、前回第Ⅲ期調査から 5 年間延長し

て、1957 年度（昭和 32 年度）～2007 年度（平成 19 年度）における調査対象者の年

度別個人線量の記録について提供を受けた。 
また調査対象者個人が、同一年度に複数の原子力事業所において放射線業務に従事

した場合、その線量記録は合算され、個人の年度内の合計被ばく線量（単位は mSv）
として中央登録センターから提供を受けた。 

 
原子力発電施設等における放射線業務従事者の個人線量管理は、国際放射線防護委

員会（ICRP）の勧告を取り入れた放射線防護関連法令にもとづき行われている。  
放射線防護関係法令は、ICRP 勧告の被ばく線量の概念、被ばく線量限度および被

ばく線量の測定量（単位）等の改定にあわせ、新しい ICRP 勧告の内容を取り入れた

改正が重ねられている。 
一方、代表的な個人線量計の一つであったフィルムバッジは、原子力開発当初から

多くの原子力施設で使用されていたが、近年、放射線計測技術およびデジタル技術の

進展により、ガラス線量計、電子式個人線量計等が開発され実用化されている。 
このように時代とともに、原子力発電施設等における個人線量管理は変遷し、被ば

く線量の測定量（単位）あるいは個人線量計に変化が認められている。 
 
放射線疫学調査では、個人の従事期間全体に亘る線量記録を、従事した原子力施設

を区別せずに用いる。中央登録センターに登録された個人線量の記録は、ICRP勧告

等の定義の変更に伴い被ばく線量の測定量（単位）が異なり、また種類の異なる個人

線量計によって測定されたものである。このため、放射線疫学調査開始初期に、放射

線疫学調査に用いる個人線量の記録を一律に取り扱うことに整合性があるかどうか

について評価、検討13)14)した。 
個人線量管理に係る状況の変化としては、2001 年度（平成 13 年度）から、ICRP 
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Publ.60（1990 年勧告）を取り入れた放射線防護関係法令が施行され、また原子力発

電施設等では、フィルムバッジに代えてガラス線量計、電子式個人線量計等が使用さ

れるようになった。 
 
このため第Ⅳ期調査において、協会内に線量記録評価専門委員会を設け、原子力事

業者等における個人線量管理の運用方法、個人線量の測定評価等の観点から、長期間

にわたる個人線量記録の整合性および加算することの妥当性について検討した。 

その結果、被ばく線量の概念や放射線の量の定義に変更あるものの、原子力発電施

設等においては、経年的に、かつ原子力事業所間を横断的に見ても、放射線防護関係

法令等にもとづき適切に個人線量管理が行われており、また公的なマニュアル等に定

める方法に従い個人線量計の性能維持管理が行われていることを確認した。 

このため、中央登録センターに登録されている個人線量の記録は、整合性が十分確

保されており、年度別個人線量の記録を加算して、放射線疫学調査に用いることは適

切と判断した。 
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２．２ 解析方法 

この放射線疫学調査では、放射線業務従事者への放射線による健康影響、主とし

て悪性新生物の死亡率への影響を主眼において解析を行った。 

一般的な疫学調査でコホート研究の場合には、調査集団を設定し追跡を開始した

時点からみて、時間の進行方向に沿って追跡し情報を収集することを前向き追跡

（または前向き観察）と言い、一方、追跡を開始した時点からみて、過去に遡及し

て情報を収集することを後向き追跡（または後向き観察）と言う15)。 

 

前向き追跡は、後向き追跡と比べ生死確認におけるバイアスが少ないと見込まれ

ている。実際、この放射線疫学調査では、調査対象者の生死を確認できた割合は、

後向き追跡を含む場合と比べて、前向き追跡には累積線量群間に差異が殆ど認めら

れなかった（表 2.1-3～表 2.1-4, pp.16-17）。 
このため、ここでは前向きに追跡した期間（前向き観察期間）における解析方法

について記述する。 
放射線業務上の被ばく線量と死亡率との関連を検討するために、全日本人男性

（20 歳以上 85 歳未満）の死因別死亡率と比較する外部比較と、累積線量群ごとの

死因別死亡率を比較する内部比較を行った。これらの解析方法および観察期間等の

取扱いについて以下に示す。解析プログラムにはEPICURE等を用いた16)。 
   なお、後向き観察を含む全観察期間についての解析方法は後述した（補遺-1, p.77）。 
 

（１） 外部比較 

外部比較では、放射線業務従事者と全日本人男性（20 歳以上 85 歳未満）との

死因別死亡率を比較し、放射線業務従事者の悪性新生物（主に白血病、その他の

悪性新生物）および非新生物疾患の死亡率が全日本人男性と異なるか否かを検討

した。また悪性新生物を部位別に、非新生物疾患を疾患別に死亡率を検討した。 
解析対象集団の死亡率を全日本人男性の死亡率と比較・検討するために、次式

によって標準化死亡比（Standardized Mortality Ratio; SMR）を計算した17)18)。 
 

    SMR＝ 観察死亡数／期待死亡数 
 

ここで外部比較における期待死亡数は、解析対象集団の年齢 5 歳階級別死因別

死亡率が全日本人男性のそれと同率であると仮定したときに期待される死亡数

である。具体的には、この放射線疫学調査において前向き観察期間の 1991 年（平

成 3 年）～2007 年（平成 19 年）を以下の 4 期間に分けて、期間毎に全日本人男

性の年齢 5 歳階級別死因別死亡率を求め、それを各々の期間における基準死亡率

とした。期待死亡数は、この基準死亡率に解析対象集団の観察人年（後述）を乗

じて期間毎の期待死亡数を求め、それらの総和を求めることにより得られる。 
なお、外部比較では、放射線被ばくによる発がんの最短潜伏期を考慮しなかっ
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た。 
 

・1991 年（平成 3 年） ～1994 年（平成 6 年） 
・1995 年（平成 7 年） ～1999 年（平成 11 年） 
・2000 年（平成 12 年）～2004 年（平成 16 年） 
・2005 年（平成 17 年）～2007 年（平成 19 年） 

 
またSMRの 95％信頼区間を求めるとともに、両側検定により検定した17)18)。

算出した両側検定のp値が 0.05 未満の場合、「SMR<1 の時には有意水準 5%で解

析対象集団の死亡率は全日本人男性の死亡率に比べて有意に低い、あるいは

SMR>1 の時には有意水準 5%で全日本人男性の死亡率に比べて有意に高い」と

判断した。 
 

（２） 内部比較 

放射線業務従事者の累積線量と悪性新生物（主に白血病、その他の悪性新生物）

および非新生物疾患の死亡率との関連の有無を検討するために、解析対象者を累

積線量により 5 群（10mSv 未満、10mSv 以上 20mSv 未満、20mSv 以上 50mSv
未満、50mSv 以上 100mSv 未満および 100mSv 以上）に分け、観察死亡数（O）

と期待死亡数（E）の比（O/E 比）および 95％信頼区間を求めた。 
また悪性新生物を部位別に、非新生物疾患を疾患別に累積線量と死亡率との関

連について検討した。 
各累積線量群の期待死亡数は、到達年齢（20 歳以上 85 歳未満の 5 歳階級別）、

暦年（1991 年（平成 3 年）～2007 年（平成 19 年）を 4 期間に分類）および最

新の住所地による地域（8 地域に分類）で層別し、線量群を無視した解析対象者

全体の地域別・暦年別・年齢 5 歳階級別死亡率で死亡したと仮定して求めた。し

たがって、期待死亡数の総和は観察死亡数の総和と一致する注。 
注：表 3.4-1～表 3.4-2（pp.46-49）および表 3.5-1～表 3.5-2（pp.50-52）に示す期待死亡数

は、小数第 2 位を四捨五入し小数第 1 位まで示しているので、期待死亡数の総和は観察

死亡数の総和に一致しない場合がある。 

 
なお、住所地による地域は、最新の住民票の写し等が交付された市区町村をも

とに、全国を 8 地域（北海道・東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九

州・沖縄）に分類した（表 3.1-7, p.34）。 
 
累積線量と死亡率との関連の有無を検討するため、死亡率は累積線量とともに

増加しないとの仮説を設定し、スコア検定統計量を用いて傾向性の片側検定を行

った18)。算出した片側検定のp値が 0.05 未満の場合には、「有意水準 5%で、累積

線量の増加にともなって、解析対象集団の死亡率は増加する」という有意の増加
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傾向を示す結果が得られたと判断した。   
なお、スコア検定統計量を算出する際の累積線量群ごとの代表値としては、そ

の群における個人の線量の平均値を使用した。 
 
一つの集団で多数の異なった部位を解析した場合、5％の有意水準を用いた検

定では統計学的に有意な結果が、20 回に 1 回は偶然によっても起こり得る。部

位別悪性新生物については、16 部位を検定回数として多重比較（Bonferroniの
方法）17)により調整したp値を求めた。 

 
（３） 被ばく線量の取扱い  

この放射線疫学調査では、放射線業務に従事開始以降、中央登録センターに登

録された年度線量を時間依存変数として扱い解析に供した。ある放射線業務従事

者が同一年度に複数の原子力事業所において放射線業務に従事した場合、その年

度の線量記録は合算して中央登録センターから提供された。 
線量積算の際には、年度線量は当該年度において月単位で一様に放射線を受け

たものとして取扱った。また死亡年度の線量は当該年度の 4 月 1 日から死亡日ま

でに月単位で一様に放射線を受けたものとし、検出限界未満は 0mSv とした。 
 

（４） 観察人年の計算 

死亡率は死亡数を観察人年の総和で除して得られるが、その計算には観察人年

を求める必要がある。この放射線疫学調査では、解析対象者個人の観察人年は、

個人毎の観察開始日から観察終了日までの観察期間として算出した。 
 

観察開始日は、最初に取得した住民票の写しの交付日、年齢が 20 歳に到達し

た当日、放射線業務に従事した初年度の 4 月 1 日のうち、いずれか新しい日付と

した。 
また潜伏期を仮定する場合には、各個人の観察開始日は、最初に取得した住民

票の写しの交付日、年齢が 20 歳に到達した当日、または放射線業務に従事した

初年度に最短潜伏期相当年数を加えた年度の 4 月 1 日のうち、いずれか新しい日

付とした。 
観察終了日は最終生存確認日注、または年齢が 85 歳に到達する前日のうち、い

ずれか古い日付とした。なお、厚生労働省から提供された死亡テープは、2007
年（平成 19 年）12 月 31 日までのものであるため、その翌日以降の人年は計算

していない。 
注：最終情報が住民票の場合には住民票の写し交付日、転出除票の場合には転出年月日、死

亡除票の場合には死亡年月日である。 

各個人の生死確認の追跡履歴は異なっているため、観察期間は個人ごとに異な

るが、各個人の前向き観察期間は、住民票の写し等による追跡調査が開始された
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1991 年（平成 3 年）11 月 28 日（最初の住民票の交付日）から 2007 年（平成

19 年）12 月 31 日（死亡テープの最終日付）の間に存在する。 
なお、この観察期間内の 1999 年（平成 11 年）9 月 30 日に、（株）ジェー・シ

ー・オー東海事業所において臨界事故が発生した。この事故による被ばく線量が

1GyEq 程度以上と評価された者が、この放射線疫学調査の対象者である場合に

は、この事故の前日（9 月 29 日）までを観察期間とし、事故当日以降の観察を

打ち切った。 
 

解析対象者個人の観察開始日から観察終了日までの観察人年を、年齢 5 歳階級

ごとに算出し、解析対象者全体の観察人年の総和を求めて、前向き観察期間の総

観察人年とした。 
 

（５） 潜伏期の取扱い  

被ばくからがん発生までに数年以上のずれ（潜伏期）があると考えられている

ので、内部比較を行う場合には、白血病については最短潜伏期を 2 年、白血病以

外の新生物では最短潜伏期を 10 年と仮定した19)20)。しかし、低線量域の放射線

被ばくによる潜伏期は、必ずしも明確に確認されているわけではないので、慢性

リンパ性白血病を除く白血病および白血病を除く全悪性新生物については最短

潜伏期を 0、5、10、15、20 年と仮定した感度解析を行い検討した（補遺-2, p.93）。 
   なお、非新生物疾患については最短潜伏期を考慮しなかった。 
 

この放射線疫学調査において、潜伏期を仮定する場合には、観察終了日から最

短潜伏期に相当する年数を遡った期間の被ばく線量は除外した。 
また英国健康保護庁（旧英国放射線防護庁）が英国の放射線業務従事者を対象

に実施した解析方法20)に準じて、従事開始初期から最短潜伏期に相当する期間を

観察期間に含めないこととしたため、潜伏期を仮定した観察死亡数は、潜伏期を

仮定しない観察死亡数よりも減少することがある（補遺-2, p.93）。すなわち、個

人の観察開始日は、放射線業務に従事した初年度に最短潜伏期に相当する年数を

加えた年度の 4 月 1 日になることがあるため、観察死亡数や観察人年は、潜伏期

を仮定しない場合に比べ減少する。 
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３．調査結果 

３．１ 解析対象者の特性 

前向き追跡調査では、累積線量群間での生死確認の割合に殆ど差異がなく生死確

認のバイアスが少ないと考えられるので、解析対象に後向き追跡調査での生死確認

者を含める場合より、信頼性の高い結果が期待される。 
このため、この放射線疫学調査においては、2009 年（平成 21 年）3 月 31 日ま

でに前向きに生死を確認できた 205,340 人（男性：203,943 人、女性：1,397 人）

のうち、性別、年齢等の解析条件を考慮して、203,904 人（男性）を解析対象者と

した（表 3.1-1, p.26）。 
1999 年（平成 11 年）3 月までに中央登録センターに登録されている者（中央登

録集団：約 34.3 万人）から、解析対象者を得るまでの流れ、相互関係等を示す（図

3.1-1, p.27）。 
なお、後向き追跡調査で生死を確認した者も含めた 208,418 人（男性）について

の調査結果は後述した（補遺-1, p.77）。 
 
前向きに生死を確認できた解析対象者（男性：203,904 人）の観察人年は 222.7

万人年で、一人当たりの平均観察期間は 10.9 年であった。 
累積線量群別の人数は、10mSv 未満の者は 74.4%、100mSv 以上の者は 3.0%で、

相対的に累積線量の低い側に偏った分布を示していた（表 3.1-2, p.28）。また一人

当たりの平均累積線量は 13.3mSv であった。 
出生年別の人数は、1950 年代の者が 25.1%と最も多く、次に 1940 年代、1960

年代の者が各々22.6%、21.2%を占めている（表 3.1-3, p.29）。平均年齢は 54 歳（2007
年（平成 19 年）12 月末）である。 

また累積線量群別の出生年分布は、相対的に累積線量の高い群ほど、1940 年代、

1950 年代の者の割合が多いことを示していた（図 3.1-2, p.30）。 
 
放射線業務の従事状況については、1989 年度（平成元年度）以前に放射線業務

に従事した者が 64.7%（表 3.1-4, p.31）を占め、また従事年数については 5 年未満

の者が 55.3%と半数以上を占め、20 年以上の者は 10.2%であった（表 3.1-5, p.32）。 
また最新の住民票の写し等から調べた住民登録先の地域別の人数分布は、関東が

34.7%を占め、次いで北海道・東北が 18.1%、近畿が 12.9%であった（表 3.1-6～
表 3.1-7, pp.33-34）。 
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表３．１－１ 解析対象者の設定 

（前向き観察） 

 
 対象者数 備  考 

 

(1)生死確認者 205,340 

男性：203,943

女性： 1,397

前向き追跡調査により、2009 年（平成 21 年）3 月

31 日までに生死を確認できた者。 

 

除外対象者 

  

除外理由 

(2)女性 1,397 死亡者が少数であるため信頼性のある統計学的

解析結果が得られないと判断したため。なお、参

考として外部比較の結果を示す(補遺-4, p.107)。

 

(3)観察開始日が、

観察終了日以降

である男性。 

21 除票に記載されている異動日が、最初の住民票の

写しの交付日より古かったため。 

 

(4) 個人の観察期

間にわたって、

年齢が 20 歳未

満の者および

85 歳以上の男

性。 

18 人口動態統計からは 18 歳～19 歳の死亡数が得

られないため、外部標準死亡率が求められない。

また 85 歳以上の死亡では死亡診断書の正確性に

問題のあることが少なくないことを考慮したた

め。 

 

解析対象者 

 =(1)-(2)-(3)-(4) 

203,904  
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図３．１－１ 解析対象者の設定までの相互関係について 

 

 

 

 

              （ 除 外 者 ） 

              ・放射線業務に従事しなかった者 

           ・日本国籍を有しない者 

 

 

 

              （ 除 外 者 ） 

               ・住所情報が得られなかった者 

         ・2009 年（平成 21 年）3月 31 日までに住民票の写し等 

の交付を受けられなかった者 

 

 

 

（ 除 外 者 ） 

                   ・住民票写し取得後、前向きに生死確認できなかった者 

調査対象者（277,128 人） 

（男性：274,558 人、女性：2,570 人）  

住民票の写しにより生存を確認した者（205,903 人） 

    （男性：204,506 人、女性：1,397 人） 

登録された者（約 34.3 万人） 

放射線従事者中央登録センターへ 

 1999 年（平成 11 年）3 月末までに 

 

 

 

前向きに生死を追跡できた者（205,340 人） 

    （男性：203,943 人、女性：1,397 人） 

（ 除 外 者 ） 

         ・女性 

         ・観察開始日が観察終了日以降の者 

         ・個人の観察期間にわたって、年齢が 20 歳未満の者 

       および 85 歳以上の者 

解析対象者（203,904 人） 

前向き追跡調査から設定した  
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表３．１－２ 累積線量分布 

（前向き観察） 

 
解析対象者 （参考）後向き観察を含めた場合 累積線量群 

（mSv） 人数 割合（％） 平均累積線量

（mSv） 

人数 割合（％） 平均累積線量

（mSv） 

<10 151,782 74.4 1.5 155,305 74.5 1.5 

10- 18,171 8.9 14.4 18,610 8.9 14.4 

20- 18,696 9.2 31.8 19,035 9.1 31.8 

50- 9,172 4.5 70.1 9,317 4.5 70.1 

100+ 6,083 3.0 163.8 6,151 3.0 163.6 

合計 

／平均 

203,904 100.0 13.3 208,418 100.0 13.3 

注:2009 年（平成 21 年）3月 31 日までの生死確認調査による。 

注:累積線量は、2007 年度（平成 19 年度）までの年度線量の累積値である。 
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表３．１－３ 出生年分布 

（前向き観察） 

 

出生年 

（暦年） 

 

解析対象者 

（参考） 

後向き観察を含めた場合 

 人数 割合（％） 人数 割合（％） 

-1929 9,605 4.7 10,436 5.0 

1930-1939 26,319 12.9 27,283 13.1 

1940-1949 46,103 22.6 47,024 22.6 

1950-1959 51,234 25.1 52,005 25.0 

1960-1969 43,285 21.2 43,916 21.1 

1970-1979 27,358 13.4 27,754 13.3 

合計 203,904 100.0 208,418 100.0 

注:2009 年（平成 21 年）3月 31 日までの生死確認調査による。 
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図３．１－２ 累積線量群別出生年分布 

      （前向き観察） 

 

 

 

累積線量群(mSv) 

出生年 

左側   右側 

75%値  平均値 

50%値 

25%値 

    1953.1 

1964 

1953 

1943 

    1953.2 

1963 

1953 

1943 

   1953.0 

1963 

1953 

1944 

   1952.7 

1962 

1953 

1944 

    1951.1 

1958 

1951 

1944 
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表３．１－４ 累積線量群別 従事開始年度分布 

（前向き観察） 

 

累 積 線 量 群 （mSv） 

<10 10- 20- 50- 100+ 合計 

 
 
従 事 開 始

年度 人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

   割合% 

-1974 10,502 

6.9 

1,812

10.0

2,225

11.9

1,382

15.1

1,178 

19.4 

17,099

8.4

1975- 21,276 

14.0 

3,898

21.5

4,403

23.6

2,351

25.6

1,876 

30.8 

33,804

16.6

1980- 30,143 

19.9 

4,727

26.0

5,009

26.8

2,358

25.7

1,670 

27.5 

43,907

21.5

1985- 29,269 

19.3 

2,949

16.2

2,847

15.2

1,252

13.7

722 

11.9 

37,039

18.2

1990- 35,212 

23.2 

3,092

17.0

2,770

14.8

1,216

13.3

501 

8.2 

42,791

21.0

1995-1998 25,380 

16.7 

1,693

9.3

1,442

7.7

613

6.7

136 

2.2 

29,264

14.4

合計 151,782 

100.0 

18,171

100.0

18,696

100.0

9,172

100.0

6,083 

100.0 

203,904

100.0

注:累積線量は、2007 年度（平成 19 年度）までの年度線量の累積値である。 
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表３．１－５ 累積線量群別 従事年数別分布 

（前向き観察） 

 

累 積 線 量 群 （mSv） 

<10 10- 20- 50- 100+ 合計 

 
 
従事年数 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

   割合% 

1 51,409 

33.9 

2,147

11.8

318

1.7

0

0.0

0 

0.0 

53,874

26.4

2 - 4 49,661 

32.7 

5,309

29.2

3,594

19.2

257

2.8

1 

0.0 

58,822

28.8

5 - 9 23,450 

15.4 

3,732

20.5

4,599

24.6

1,742

19.0

210 

3.5 

33,733

16.5

10 -19 19,964 

13.2 

4,341

23.9

6,051

32.4

4,143

45.2

2,137 

35.1 

36,636

18.0

20+ 7,298 

4.8 

2,642

14.5

4,134

22.1

3030

33.0

3735 

61.4 

20,839

10.2

合計 151,782 

100.0 

18,171

100.0

18,696

100.0

9,172

100.0

6,083 

100.0 

203,904

100.0

注:累積線量は、2007 年度（平成 19 年度）までの年度線量の累積値である。 
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表３．１－６ 累積線量群別 地域別分布 

    （前向き観察） 

 

累 積 線 量 群 （mSv） 

<10 10- 20- 50- 100+ 合計 

 

 

 

地域区分 人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

人数 

割合% 

北海道 

 ・東北 

 

関東 

 

 

北陸 

 

 

中部 

 

 

近畿 

 

 

中国 

 

 

四国 

 

 

九州・沖縄 

23,741 

15.6 

 

58,076 

38.3 

 

13,289 

8.8 

 

10,456 

6.9 

 

19,022 

12.5 

 

9,595 

6.3 

 

4,427 

2.9 

 

13,176 

8.7 

3,518

19.4

5,218

28.7

2,137

11.8

1,052

5.8

2,541

14.0

1,298

7.1

458

2.5

1,949

10.7

4,629

24.8

4,652

24.9

2,485

13.3

1,188

6.4

2,580

13.8

1005

5.4

457

2.4

1,700

9.1

2,767

30.2

1,908

20.8

1,304

14.2

585

6.4

1,328

14.5

383

4.2

154

1.7

743

8.1

2,322 

38.2 

 

894 

14.7 

 

883 

14.5 

 

372 

6.1 

 

878 

14.4 

 

186 

3.1 

 

89 

1.5 

 

459 

7.5 

36,977

18.1

70,748

34.7

20,098

9.9

13,653

6.7

26,349

12.9

12,467

6.1

5,585

2.7

18,027

8.8

合計 151,782 

100.0 

18,171

100.0

18,696

100.0

9,172

100.0

6,083 

100.0 

203,904

100.0

注:2009 年（平成 21 年）3月 31 日までの生死確認調査による。 

注:地域区分は、最新住所地にもとづいて表 3.1-7 に示す区分とした。 
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表３．１－７ 最新の住所地による地域区分について 

    

    

 地域 都道府県 地域 都道府県 地域 都道府県

      

 北海道・東北 北海道 中部 山梨県 四国 徳島県 

  青森県 長野県  香川県 

  岩手県 岐阜県  愛媛県 

  宮城県 静岡県  高知県 

  秋田県 愛知県   

  山形県 三重県   

  福島県    

      

      

 関東 茨城県 近畿 滋賀県 九州 福岡県 

  栃木県 京都府  佐賀県 

  群馬県 大阪府  長崎県 

  埼玉県 兵庫県  熊本県 

  千葉県 奈良県  大分県 

  東京都 和歌山県  宮崎県 

  神奈川県   鹿児島県

     沖縄県 

     

     

 北陸 新潟県 中国 鳥取県  

  富山県 島根県  

  石川県 岡山県  

  福井県 広島県  

   山口県  
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３．２ 死因別死亡数 

調査対象者の生死を、前向きに 2009 年（平成 21 年）3 月 31 日まで追跡した結

果、解析条件に適合する 2007 年（平成 19 年）12 月 31 日までの死亡数（男性）

は 14,224 人であった。死因別では、非新生物疾患、全悪性新生物の死亡数は各々

6,310 人、5,711 人であった（表 3.2-1～表 3.2-2, pp.39- 40）。なお、女性死亡数は

33 人であった（表 3.2-3, p.41）。 

 

３．３ 外部比較 

解析対象者（男性、203,904 人）の死亡率を全日本人男性死亡率（20 歳以上 85
歳未満）と比較した死因別の標準化死亡比（SMR）および 95%信頼区間を求めた

（表 3.3-1～表 3.3-2, pp.42- 43、図 3.3-1～図 3.3-2, pp.44- 45）。 
なお、外部比較では、放射線被ばくによる発がんの最短潜伏期を考慮しなかった。 

 
全死因 
全死因の SMR （95%信頼区間）は 1.01（0.99- 1.03）で、全日本人男性の死亡

率に比べて有意差は認められなかった。  
 
非新生物疾患 
非新生物疾患の SMR は 0.95（0.92- 0.97）で、全日本人男性の死亡率に比べて

有意に低く、疾患別にみても有意に高い疾患はなかった。 
 
全新生物 
良性および性質不詳の新生物を含めた全新生物の SMR は 1.04（1.01- 1.07）で、

全日本人男性の死亡率に比べて有意に高かった。 
 
白血病を除く全悪性新生物 
白血病を除く全悪性新生物の SMR は 1.04（1.01- 1.07）で、全日本人男性の死

亡率に比べて有意に高かった。 
 
部位別の悪性新生物 

慢性リンパ性白血病を除く白血病の SMR は 1.00（0.84- 1.18）で、全日本人男

性の死亡率に比べて有意差は認められなかった。 
肝臓、肺の悪性新生物の SMR は、各々1.13（1.06- 1.21）、1.08（1.02- 1.14）で、

全日本人男性の死亡率に比べ有意に高かった。 
非ホジキンリンパ腫および多発性骨髄腫の SMR は有意に低かった。 

 
外因死 
外因死の SMR は 1.10（1.06- 1.15）で、全日本人男性の死亡率に比べ有意に高
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かった。 
 

３．４ 内部比較 

解析対象者（男性、203,904 人）について、累積線量の増加にともなって死亡率

に増加する傾向があるかどうかについて検定した（表 3.4-1～表 3.4-2, pp.46- 49）。   
なお、新生物を解析する場合には、放射線被ばくによる発がんの最短潜伏期を、

白血病では 2 年、その他の新生物では 10 年を仮定した。 
 
全死因  
全死因の死亡率は、累積線量とともに増加する有意の傾向は認められなかった

（p=0.136）。 
 
非新生物疾患   
非新生物疾患の死亡率は、累積線量とともに増加する有意の傾向は認められなか

った（p=0.609）。 
   また疾患別の死亡率にも、累積線量とともに増加する有意の傾向は認められなか

った（いずれの疾患も p≧0.05）。 
 
全新生物 
良性および性質不詳の新生物を含めた全新生物の死亡率は、累積線量とともに増

加する有意の傾向を示した（最短潜伏期 10 年; p=0.031）。 
 
白血病を除く全悪性新生物 
白血病を除く全悪性新生物の死亡率は、累積線量とともに増加する有意の傾向を

示した（最短潜伏期 10 年; p=0.024）。 
 
部位別の悪性新生物 
慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率は、累積線量とともに増加する有意の

傾向は認められなかった（最短潜伏期 2 年; p=0.841）。 
 

食道、肝臓および肺の悪性新生物の死亡率は、累積線量とともに増加する有意の

傾向を示した（いずれも最短潜伏期 10 年、食道がん; p=0.039、肝臓がん; p=0.025、
肺がん; p=0.007）。また非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫の死亡率も、累積線量

とともに増加する有意の傾向を示した（いずれも最短潜伏期 10 年、非ホジキンリ

ンパ腫; p=0.028、多発性骨髄腫; p=0.032）。 
これらの部位別悪性新生物について検定回数を 16 部位とした多重比較の結果で

は、これらすべての悪性新生物は有意ではなかった（食道; 調整後 p=0.471、肝臓; 
調整後 p=0.333、肺; 調整後 p＝0.106、非ホジキンリンパ腫; 調整後 p=0.365、多

 36



発性骨髄腫; 調整後 p=0.406）。 
 
外因死 
外因死の死亡率には、累積線量とともに増加する有意の傾向は認められなかった

（p=0.087）。 
 

３．５ 喫煙関連疾患および非喫煙関連疾患に係る検討 

喫煙は、悪性新生物、心臓病および脳卒中等、多くの疾病の原因と関連すること

が知られている。低線量域放射線が悪性新生物の死亡率に及ぼす影響は極めて小さ

いと考えられているので、発がんに関連する喫煙、飲酒等の生活習慣等は潜在的に

交絡因子となり得る可能性がある。 
今回の調査結果では、累積線量の増加にともなって、白血病を除く全悪性新生物

の死亡率に有意の増加傾向が認められ（p=0.024）、また肝臓の悪性新生物および喫

煙と強い関連のある肺の悪性新生物の死亡率に、有意の増加傾向が認められた

（各々p=0.025, p=0.007）（表 3.4-1, pp.46～48）。 
しかし、白血病を除く全悪性新生物から、さらに肝臓または肺の悪性新生物を除

外した場合には、有意の増加傾向は認められなかった（表 3.5-1, p.50）。 
 

欧米の放射線業務従事者を対象とした疫学調査には、悪性新生物（固形がん）、

および非新生物疾患を、各々喫煙関連疾患、非喫煙関連疾患に分類し、喫煙による

交絡の影響の可能性について検討している事例がみられるので、この放射線疫学調

査においても15ヵ国国際共同研究等の方法21)22)23)を参考に同様な検討を行った（補

遺-3, p.98）。 
 
ここでは、悪性新生物（固形がん）および非新生物疾患を、各々喫煙関連疾患、

非喫煙関連疾患に分類して解析した結果の要点を記す（表 3.5-2～表 3.5-3, pp.51- 
52）。 
喫煙関連の悪性新生物の死亡率は、累積線量の増加にともなって有意の増加傾向

を示した（p=0.009）が、非喫煙関連の悪性新生物の死亡率には有意の増加傾向は

認められなかった（p=0.830）。 

また喫煙関連の悪性新生物から、肺の悪性新生物を除くと有意の増加傾向は認め

られなかった（p=0.108）。 

 

   一方、喫煙関連および非喫煙関連の非新生物疾患の死亡率には、累積線量の増

加にともなう有意の増加傾向は認められなかった（各々p=0.369、p=0.808）。 
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３．６ 慢性リンパ性白血病を除く白血病のリスク推定 

今回の調査では、慢性リンパ性白血病を除く白血病の SMR（95%信頼区間）は

1.00（0.84- 1.18）で、全日本人男性死亡率（20 歳以上 85 歳未満）との有意差は

認められなかった。また慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率には、累積線量

の増加にともなう有意の増加傾向は認められなかった。 
欧米等の放射線疫学調査では、死亡率と被ばく線量との関連を調査するうえで過

剰相対リスクを求めることが広く行われているので、この放射線疫学調査において

も、慢性リンパ性白血病を除く白血病の単位線量当たりの過剰相対リスク推定値と

90%信頼区間を求めた。 
白血病の死亡率と被ばく線量との関連において、喫煙等の生活習慣が交絡因子に

なる可能性は少ないと言われている。しかし、白血病を除く全悪性新生物の死亡率

と被ばく線量との関連においては、喫煙等の生活習慣等が交絡因子となる可能性が

否定できないため、リスク推定を実施しなかった。 
 

（１）解析対象者 

前向き追跡調査で生死を確認できた 203,904 人（慢性リンパ性白血病を除く白

血病の死亡者数は 133 人）を対象に解析した。 
 

（２）解析方法 

死亡率は累積被ばく線量に対して直線的に増加するとの仮定の下に、過剰相対

リスク推定値を、次の式で表されるしきい値なしの一次線形モデルを適用して求

めた。解析にあたっては、最短潜伏期を 2 年と仮定し、年齢（20 歳以上 85 歳未

満、5 歳階級）、暦年（1991 年（平成 3 年）-2007 年（平成 19 年）、4 区分）お

よび最新住所地による地域を層別した。 
なお、解析プログラムは AMFIT を使用した。 

    λ＝λ0(a,y,d)（1+βDk）  
λ; 解析対象集団死亡率 
λ0(a,y,d); バックグラウンド死亡率 
        a; 年齢（到達年齢）、y; 暦年、d; 地域 
β; 過剰相対リスク推定値（/Sv） 
Ｄk; 累積線量（mSv）を<10,10-,20-,50-,100+の 5 群に分類し

た場合の、各々のカテゴリーの平均累積線量。 
 

    （３）解析結果 

     解析対象死因 過剰相対リスク 
（90%信頼区間） 

白血病（慢性リンパ性白血病を除く） -3.01/Sv（-6.52；0.49） 
 

    注:最短潜伏期を 2 年と仮定し、年齢、暦年および最新住所地による地域を調整。 



 

ICD-9準拠 ICD-10準拠 前向き観察
注１

　全観察

　　死　　因 　基本分類番号 　基本分類番号

全死因 14,224
注２

17,043
注３

　非新生物疾患 1-26,39-89
注4

1100-18300
注４

6,310 7,435
但し2100-2200を除く

　全新生物 140-239 C00-D48 5,839 6,862

　　全悪性新生物 140-208 C00-C97 5,711 6,710

    [ 主な部位別 ]
　　　口腔、咽頭 140-149 C00-C14 139 155
　　　食道 150 C15 326 365
　　　胃 151 C16 1,002 1,214

　　　結腸 153 C18 350 435
　　　直腸 154 C19-C21 282 330
　　　肝臓 155 C22 938 1,117

　　　胆嚢 156 C23-C24 183 209
　　　膵臓 157 C25 350 412
　　　肺 162 C33-C34 1,208 1,373

　　　前立腺 185 C61 125 136
　　　膀胱 188 C67 69 82
　　　腎並びにその他及び 189 C64-C66,C68 101 114
　　　　部位不明の泌尿器

　　　非ホジキンリンパ腫 200, 202 C82 - C85, C96 113 140
　但し202.4を除く

　　　多発性骨髄腫 203 C88, C90 34 46

　　　白血病
注５

204-208 C91-C95 135 170

　　　白血病  204-208 C91-C95 133 168
　　　（慢性リンパ性白血病を除く） 　但し204.1を除く    但しC911を除く

　　全悪性新生物 140-203  C00-C97 5,576 6,540
　　　（白血病を除く）    但しC91-C95を除く

　　　脳、神経系の新生物
注６

191,192, 225, C70, C71,C72 74 89
237.5 ,237.6,   D32,D33, 
239.6 D420,D421,D429,

D430-D434,D437,
D439

　外因死 91-101
注4

20100-20400
注4

1,995 2,650

注１：前向き観察期間の死亡数は、全観察期間の死亡数の内数である。
注２：死因を同定できなかった８０名を含む。
注３：死因を同定できなかった９６名を含む。
注４：死因簡単分類番号を表す。
注５：慢性リンパ性白血病の２名を含む。
注６：悪性、良性および性状不詳の新生物。

表 ３．２－１　死因別　男性死亡数
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前向き観察
注１

全観察
　　死　　因 簡単分類番号 　簡単分類番号

　　1995年（平成7年）から

　　心・血管疾患 45-56, 61 09101-09208 2,005 2,430
09400-09500

　　脳血管疾患 58-60 09301-09304 1,373 1,622

　　呼吸器系疾患 62-68 10100-10600 1,062 1,146
　　肺炎及びインフルエンザ 63-64 10100-10200 603 655

　　消化器系疾患 69-74 11100-11400 738 898
　　慢性肝疾患及び肝硬変 73-74 11301-11302 506 649

　　感染症及び寄生虫症 1-26 01100-01600 306 341
　　結核 5-6 01201-01202 31 38

　　その他の疾患 39-44, 76-89 03000-08000, 826 998
12000-13000,14100-14300
15000-18300

　　泌尿生殖系疾患 76-78 14100-14300 175 201

注１：前向き観察期間の死亡数は、全観察期間の死亡数の内数である。

表 ３．２－２　非新生物疾患別　男性死亡数

1994年（平成6年）まで
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ICD-9準拠 　ICD-10準拠 前向き観察
注１

全観察

　　死　　因 　　基本分類番号 　　基本分類番号

全死因 33 39

　非新生物疾患 1-26,39-89
注２

1100-18300
注２

19 20
但し2100-2200を除く

　全新生物 140-239  C00-D48 9 13

　　全悪性新生物 140-208  C00-C97 9 13

　　[ 部　位　別 ]
胃 151  C16 0 2
結腸 －  C18 1 1
肝  臓 －  C22 1 1

胆嚢 －  C23-C24 2 2
膵臓 －  C25 1 1
肺 －  C33-C34 1 1

乳房  C50 1 1
子  宮 －  C54 1 1
卵　巣 －  C56 0 1
その他の部位の －  C79 0 1
　　続発性悪性新生物

脳、神経系の新生物 －  C70, C71,C72 1 1
 D32,D33, 
 D420,D421,D429,
 D430-D434,D437,
 D439

　外因死 91-101
注２

 20100-20400
注２

5 6

注１：前向き観察期間の死亡数は、全観察期間の死亡数の内数である。
注２：死因簡単分類番号を表す。

表 ３．２－３　死因別　女性死亡数

41 



表 ３．３-１　死因別標準化死亡比（SMR）　　
（　前向き観察、　最短潜伏期； 0年、　年齢、暦年を調整　）

観察 期待 ＳＭＲ 95%信頼区間 両側検定結果

死　因 死亡数 死亡数 ｐ値
注１

全死因
注２

14,224 14,086.9 1.01 (0.99 - 1.03) 0.250

　非新生物疾患 6,310 6,662.9 0.95 (0.92 - 0.97)       <0.001

　全新生物 5,839 5,617.5 1.04 (1.01 - 1.07) 0.003

　　全悪性新生物 5,711 5,489.4 1.04 (1.01 - 1.07) 0.003
　　[ 主な部位別 ]
　　　口腔、咽頭 139 135.5 1.03 (0.86 - 1.21) 0.800

　　　食道 326 312.1 1.04 (0.93 - 1.16) 0.449

　　　胃 1,002 989.4 1.01 (0.95 - 1.08) 0.700

　　　結腸 350 360.7 0.97 (0.87 - 1.08) 0.592

　　　直腸 282 273.8 1.03 (0.91 - 1.16) 0.643

　　　肝臓 938 829.2 1.13 (1.06 - 1.21)       <0.001

　　　胆嚢 183 183.3 1.00 (0.86 - 1.15) 0.989

　　　膵臓 350 345.4 1.01 (0.91 - 1.13) 0.826

　　　肺 1,208 1,117.8 1.08 (1.02 - 1.14) 0.007

　　　前立腺 125 133.9 0.93 (0.78 - 1.11) 0.466

　　　膀胱 69 73.1 0.94 (0.73 - 1.20) 0.677

　　　腎並びにその他及び 101 103.8 0.97 (0.79 - 1.18) 0.825
　　　　部位不明の泌尿器

　　　非ホジキンリンパ腫 113 137.6 0.82 (0.68 - 0.99) 0.040

　　　多発性骨髄腫 34 49.3 0.69 (0.48 - 0.96) 0.036

　　　白血病注３
135 136.3 0.99 (0.83 - 1.17) 0.943

　　　白血病　 133 133.1 1.00 (0.84 - 1.18) 0.974
　　　（慢性リンパ性白血病を除く）

　　全悪性新生物（白血病を除く） 5,576 5,353.1 1.04 (1.01 - 1.07) 0.002

　　　脳、神経系の新生物
注４

74 76.1 0.97 (0.76 - 1.22) 0.851

　外因死 1,995 1,806.5 1.10 (1.06 - 1.15)       <0.001

注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（１）外部比較」（p.21）を参照のこと。
注２：死因を同定できなかった８０名を含む。
注３：慢性リンパ性白血病の２名を含む。
注４：悪性、良性および性状不詳の新生物。
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表 ３．３-２　非新生物疾患別　　標準化死亡比（SMR）　
（　前向き観察、　最短潜伏期； 0年、　年齢、暦年を調整　）

観察 期待 ＳＭＲ 95%信頼区間 両側検定結果

死　因 死亡数 死亡数 ｐ値
注１

心・血管疾患 2,005 2,114.2 0.95 (0.91 - 0.99) 0.018

脳血管疾患 1,373 1,430.3 0.96 (0.91 - 1.01) 0.133

呼吸器系の疾患 1,062 1,158.6 0.92 (0.86 - 0.97) 0.005

肺炎及びインフルエンザ 603 664.6 0.91 (0.84 - 0.98) 0.018

消化器系の疾患 738 745.3 0.99 (0.92 - 1.06) 0.804

慢性肝疾患及び肝硬変 506 494.7 1.02 (0.94 - 1.12) 0.627

感染症及び寄生虫症 306 304.5 1.00 (0.90 - 1.12) 0.953

結核 31 47.5 0.65 (0.44 - 0.93) 0.020

その他の疾患 826 910.2 0.91 (0.85 - 0.97) 0.006

泌尿生殖系の疾患 175 190.3 0.92 (0.79 - 1.07) 0.283

注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（１）外部比較」（p.21）を参照のこと。
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図３．３－１ 死因別標準化死亡比（SMR） 

         （ 前向き観察、 最短潜伏期; 0 年、 年齢、暦年を調整 ） 
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図３．３－２ 非新生物疾患別 標準化死亡比（SMR） 

      （ 前向き観察、 最短潜伏期; 0 年、 年齢、暦年を調整 ） 
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表３．４－１　死因別累積線量群別O/E比および傾向性の検定結果（１）
（　前向き観察、　最短潜伏期； 白血病2年　その他の新生物10年、　年齢、暦年、地域を調整）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
死　　因 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

全死因
注２

10,315 1,408 1,434 639 428
10,515.5 1,287.5 1,343.6 652.7 424.8

0.98 1.09 1.07 0.98 1.01 0.136
(0.96 - 1.00) (1.04 - 1.15) (1.01 - 1.12) (0.90 - 1.06) (0.91 - 1.11)

非新生物疾患 4,586 646 643 255 180
4,675.5 568.0 593.4 286.7 186.1
0.98 1.14 1.08 0.89 0.97 0.609

(0.95 - 1.01) (1.05 - 1.23) (1.00 - 1.17) (0.78 - 1.01) (0.83 - 1.12)

全新生物
注３

3,915 501 532 249 129
3,987.8 486.0 500.0 230.4 121.8
0.98 1.03 1.06 1.08 1.06 0.031

(0.95 - 1.01) (0.94 - 1.13) (0.98 - 1.16) (0.95 - 1.22) (0.88 - 1.26)

全悪性新生物
注３

3,822 494 526 245 124
3,902.6 475.0 488.9 225.3 119.1
0.98 1.04 1.08 1.09 1.04 0.032

(0.95 - 1.01) (0.95 - 1.14) (0.99 - 1.17) (0.96 - 1.23) (0.87 - 1.24)
[　主な部位別　]

口腔、咽頭 100 11 14 4 3
98.8 12.2 12.3 5.7 3.1
1.01 0.91 1.14 0.70 0.98 0.617

(0.82 - 1.23) (0.45 - 1.62) (0.62 - 1.91) (0.19 - 1.79) (0.20 - 2.87)

食道 200 29 32 20 8
215.3 26.4 27.3 12.9 7.1
0.93 1.10 1.17 1.55 1.12 0.039

(0.80 - 1.07) (0.73 - 1.58) (0.80 - 1.66) (0.95 - 2.40) (0.48 - 2.21)

胃 669 85 85 41 18
674.4 81.3 83.8 38.2 20.3
0.99 1.05 1.01 1.07 0.89 0.532

(0.92 - 1.07) (0.84 - 1.29) (0.81 - 1.25) (0.77 - 1.45) (0.53 - 1.40)

結腸 251 24 29 13 4
241.5 28.7 29.6 13.9 7.4
1.04 0.84 0.98 0.94 0.54 0.915

(0.91 - 1.18) (0.54 - 1.25) (0.66 - 1.41) (0.50 - 1.60) (0.15 - 1.39)

直腸 199 19 20 14 5
192.8 23.6 23.9 11.1 5.6
1.03 0.80 0.84 1.27 0.89 0.565

(0.89 - 1.19) (0.48 - 1.26) (0.51 - 1.29) (0.69 - 2.12) (0.29 - 2.08)
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表３．４－１　死因別累積線量群別O/E比および傾向性の検定結果（２）
（　前向き観察、　最短潜伏期； 白血病2年　その他の新生物10年、　年齢、暦年、地域を調整）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
死　　因 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

肝臓 620 90 86 39 25
645.1 79.5 80.7 36.2 18.5
0.96 1.13 1.07 1.08 1.35 0.025

(0.89 - 1.04) (0.91 - 1.39) (0.85 - 1.32) (0.77 - 1.47) (0.88 - 2.00)

胆嚢 139 16 14 5 1
130.4 15.9 16.8 7.8 4.2
1.07 1.01 0.84 0.64 0.24 0.985

(0.90 - 1.26) (0.58 - 1.64) (0.46 - 1.40) (0.21 - 1.49) (0.01 - 1.32)

膵臓 239 27 31 11 5
233.6 28.6 29.6 13.7 7.5
1.02 0.94 1.05 0.80 0.67 0.873

(0.90 - 1.16) (0.62 - 1.37) (0.71 - 1.49) (0.40 - 1.43) (0.22 - 1.56)

肺 801 102 118 56 33
832.4 100.3 103.9 47.9 25.6
0.96 1.02 1.14 1.17 1.29 0.007

(0.90 - 1.03) (0.83 - 1.24) (0.94 - 1.36) (0.88 - 1.52) (0.89 - 1.81)

前立腺 86 14 11 6 4
91.8 10.6 10.9 4.9 2.8
0.94 1.33 1.01 1.22 1.42 0.148

(0.75 - 1.16) (0.72 - 2.22) (0.50 - 1.80) (0.45 - 2.64) (0.39 - 3.64)

膀胱 49 3 5 3 3
47.0 5.8 6.1 2.7 1.4
1.04 0.51 0.82 1.11 2.17 0.175

(0.77 - 1.38) (0.11 - 1.50) (0.27 - 1.91) (0.23 - 3.24) (0.45 - 6.35)

腎並びにその他及び 62 11 18 4 0
部位不明の泌尿器 70.8 8.8 8.9 4.2 2.2

0.88 1.25 2.01 0.94 0.00 0.558
(0.67 - 1.12) (0.62 - 2.23) (1.19 - 3.18) (0.26 - 2.42) (0.00 - 1.67)

非ホジキンリンパ腫 69 9 14 7 4
76.8 9.4 9.7 4.6 2.5
0.90 0.95 1.45 1.54 1.58 0.028

(0.70 - 1.14) (0.44 - 1.81) (0.79 - 2.43) (0.62 - 3.17) (0.43 - 4.05)

多発性骨髄腫 22 3 2 1 3
22.8 2.9 3.1 1.5 0.7
0.96 1.03 0.65 0.68 4.06 0.032

(0.60 - 1.46) (0.21 - 3.02) (0.08 - 2.37) (0.02 - 3.81) (0.84 - 11.87)
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表３．４－１　死因別累積線量群別O/E比および傾向性の検定結果（３）
（　前向き観察、　最短潜伏期； 白血病2年　その他の新生物10年、　年齢、暦年、地域を調整）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
死　　因 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

白血病
注４

100 12 17 4 2
99.7 12.3 12.8 6.3 3.9
1.00 0.98 1.33 0.63 0.51 0.838

(0.82 - 1.22) (0.50 - 1.71) (0.78 - 2.13) (0.17 - 1.61) (0.06 - 1.85)

白血病 99 12 16 4 2
　　　　　　　（慢性リンパ性 98.2 12.1 12.6 6.2 3.8
　　　　　　　　　　白血病を除く） 1.01 0.99 1.27 0.64 0.52 0.841

(0.82 - 1.23) (0.51 - 1.73) (0.73 - 2.06) (0.17 - 1.64) (0.06 - 1.89)

全悪性新生物 3,730 484 511 242 122
          （白血病を除く） 3,811.7 463.8 477.3 219.8 116.4

0.98 1.04 1.07 1.10 1.05 0.024
(0.95 - 1.01) (0.95 - 1.14) (0.98 - 1.17) (0.97 - 1.25) (0.87 - 1.25)

脳、神経系
注５

46 3 4 2 2
41.7 5.6 5.6 2.6 1.4
1.10 0.54 0.71 0.76 1.40 0.584

(0.81 - 1.47) (0.11 - 1.58) (0.19 - 1.81) (0.09 - 2.74) (0.17 - 5.04)

外因死 1,382 223 211 114 65
1,444.6 188.1 198.4 98.7 65.2
0.96 1.19 1.06 1.15 1.00 0.087

(0.91 - 1.01) (1.04 - 1.35) (0.92 - 1.22) (0.95 - 1.39) (0.77 - 1.27)

注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（２）内部比較」（p.22）を参照のこと。
注２：死因を同定できなかった８０名を含む。
注３：白血病を含め最短潜伏期 １０年とした。

注４：慢性リンパ性白血病 の２名を含む。
注５：悪性、良性及び性状不詳の新生物。
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表３．４－２　非新生物疾患別　累積線量群別O/E比および傾向性の検定結果
（　前向き観察、　最短潜伏期; 0年、　年齢、暦年、地域を調整　）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
死　　因 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

 心・血管疾患 1,467 191 208 79 60
1,485.4 179.8 187.2 91.5 60.8
0.99 1.06 1.11 0.86 0.99 0.568

(0.94 - 1.04) (0.92 - 1.22) (0.97 - 1.27) (0.68 - 1.08) (0.75 - 1.27)

 脳血管疾患 986 141 158 50 38
1,019.5 122.8 128.5 62.0 40.2
0.97 1.15 1.23 0.81 0.94 0.517

(0.91 - 1.03) (0.97 - 1.35) (1.05 - 1.44) (0.60 - 1.06) (0.67 - 1.30)

 呼吸器系の疾患 775 120 103 39 25
797.7 93.2 97.6 45.4 28.1
0.97 1.29 1.06 0.86 0.89 0.675

(0.90 - 1.04) (1.07 - 1.54) (0.86 - 1.28) (0.61 - 1.17) (0.58 - 1.31)

 肺炎及びインフルエンザ 439 67 59 21 17
455.6 52.9 54.4 24.9 15.2
0.96 1.27 1.08 0.84 1.12 0.310

(0.88 - 1.06) (0.98 - 1.61) (0.83 - 1.40) (0.52 - 1.29) (0.65 - 1.79)

 消化器系の疾患 530 87 63 36 22
543.2 67.6 70.4 34.6 22.3
0.98 1.29 0.90 1.04 0.99 0.462

(0.89 - 1.06) (1.03 - 1.59) (0.69 - 1.15) (0.73 - 1.44) (0.62 - 1.49)

 慢性肝疾患及び肝硬変 358 63 44 26 15
371.6 47.1 48.4 23.8 15.2
0.96 1.34 0.91 1.09 0.99 0.383

(0.87 - 1.07) (1.03 - 1.71) (0.66 - 1.22) (0.71 - 1.60) (0.55 - 1.63)

 感染症及び寄生虫症 220 26 32 22 6
226.6 27.8 28.7 14.0 8.9
0.97 0.93 1.11 1.58 0.67 0.368

(0.85 - 1.11) (0.61 - 1.37) (0.76 - 1.57) (0.99 - 2.39) (0.25 - 1.47)

 結核 19 3 4 5 0
23.3 2.8 2.8 1.3 0.8
0.82 1.05 1.43 3.80 0.00 0.138

(0.49 - 1.28) (0.22 - 3.08) (0.39 - 3.67) (1.23 - 8.88) (0.00 - 4.73)

 その他の疾患 608 81 79 29 29
603.2 76.8 80.9 39.3 25.7
1.01 1.06 0.98 0.74 1.13 0.593

(0.93 - 1.09) (0.84 - 1.31) (0.77 - 1.22) (0.49 - 1.06) (0.75 - 1.62)

 泌尿生殖系の疾患 141 12 12 7 3
130.6 15.8 16.2 7.6 4.8
1.08 0.76 0.74 0.92 0.63 0.906

(0.91 - 1.27) (0.39 - 1.33) (0.38 - 1.29) (0.37 - 1.89) (0.13 - 1.84)
注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（２）内部比較」（p.22）を参照のこと。
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表３．５－１　全悪性新生物（白血病を除く）から 、肺、肝臓の悪性新生物
　　　　　　　　　　　　　　　　を除いた傾向性検定結果

（　前向き観察、　最短潜伏期； 10年、　年齢、暦年、地域を調整　）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

 全悪性新生物 3,730 484 511 242 122
　　　　（白血病を除く） 3,811.7 463.8 477.3 219.8 116.4

0.98 1.04 1.07 1.10 1.05 0.024
(0.95 - 1.01) (0.95 - 1.14) (0.98 - 1.17) (0.97 - 1.25) (0.87 - 1.25)

全悪性新生物 2,929 382 393 186 89
　　（白血病、肺がんを 2,979.3 363.5 373.4 172.0 90.8
　　　除く） 0.98 1.05 1.05 1.08 0.98 0.171

(0.95 - 1.02) (0.95 - 1.16) (0.95 - 1.16) (0.93 - 1.25) (0.79 - 1.21)

全悪性新生物 3,110 394 425 203 97
　　（白血病、肝がんを 3,166.6 384.3 396.6 183.7 97.9
　　　除く） 0.98 1.03 1.07 1.11 0.99 0.097

(0.95 - 1.02) (0.93 - 1.13) (0.97 - 1.18) (0.96 - 1.27) (0.8 - 1.21)

注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（２）内部比較」（p.22）を参照のこと。
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（　前向き観察、　最短潜伏期； 10年、　年齢、暦年、地域を調整　）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

 喫煙関連がん 2,765 363 386 180 96
2,839.8 345.5 355.5 162.9 86.4
0.97 1.05 1.09 1.11 1.11 0.009

(0.94 - 1.01) (0.95 - 1.16) (0.98 - 1.20) (0.95 - 1.28) (0.90 - 1.36)

喫煙関連がん 1,964 261 268 124 63
（肺がんを除く） 2,007.4 245.2 251.6 115.0 60.8

0.98 1.06 1.07 1.08 1.04 0.108
(0.94 - 1.02) (0.94 - 1.20) (0.94 - 1.20) (0.90 - 1.29) (0.80 - 1.33)

 肺がん 801 102 118 56 33
832.4 100.3 103.9 47.9 25.6
0.96 1.02 1.14 1.17 1.29 0.007

(0.90 - 1.03) (0.83 - 1.24) (0.94 - 1.36) (0.88 - 1.52) (0.89 - 1.81)

喫煙関連がん 2,145 273 300 141 71
（肝がんを除く） 2,194.6 266.0 274.8 126.7 67.9

0.98 1.03 1.09 1.11 1.05 0.051
(0.94 - 1.02) (0.91 - 1.16) (0.97 - 1.22) (0.94 - 1.31) (0.82 - 1.32)

 肝がん 620 90 86 39 25
645.1 79.5 80.7 36.2 18.5
0.96 1.13 1.07 1.08 1.35 0.025

(0.89 - 1.04) (0.91 - 1.39) (0.85 - 1.32) (0.77 - 1.47) (0.88 - 2.00)

非喫煙関連がん 865 109 107 54 19

864.2 104.8 108.0 50.5 26.5
1.00 1.04 0.99 1.07 0.72 0.830

(0.94 - 1.07) (0.85 - 1.25) (0.81 - 1.20) (0.80 - 1.40) (0.43 - 1.12)

注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（２）内部比較」（p.22）を参照のこと。

表３．５－２　喫煙関連の悪性新生物等の傾向性検定結果   
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表３．５－３　喫煙関連の非新生物疾患等の傾向性検定結果
（　前向き観察、　最短潜伏期； 0年、　年齢、暦年、地域を調整　）

累積線量群（ｍＳｖ）
＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の

観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 観察死亡数 片側検定結果

期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 期待死亡数 　　　ｐ値注１

O/E比 O/E比 O/E比 O/E比 O/E比
死　　因 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間 95%信頼区間

 喫煙関連の 2,258 318 350 123 87
 　　非新生物疾患 2,336.2 277.9 291.0 140.1 90.7

0.97 1.14 1.20 0.88 0.96 0.369
(0.93 - 1.01) (1.02 - 1.28) (1.08 - 1.34) (0.73 - 1.05) (0.77 - 1.18)

 非喫煙関連の 1,500 221 182 81 58
　　　　非新生物疾患 1,509.5 185.5 192.8 93.4 60.8

0.99 1.19 0.94 0.87 0.95 0.808
(0.94 - 1.05) (1.04 - 1.36) (0.81 - 1.09) (0.69 - 1.08) (0.72 - 1.23)

注１：検定結果の判断は、「２．２ 解析方法（２）内部比較」（p.22）を参照のこと。
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４．考察 

この報告書は、1999 年（平成 11 年）3 月末までに中央登録センターへ登録された

放射線業務従事者について、2009 年（平成 21 年）3 月末まで生死を追跡し、1991
年（平成 3 年）11 月から 2007 年（平成 19 年）12 月末までの死亡を観察した結果に

ついてとりまとめたものである。 
今回得られた解析結果に関する考察を以下に記す。 
 

４．１ 主要な解析結果について 

(1) 全日本人男性死亡率との比較について  

全死因の SMR（95%信頼区間）は 1.01（0.99- 1.03）で、全日本人男性死亡率（20
歳以上 85 歳未満）との有意差は認められなかった。 
また非新生物疾患の SMR は 0.95（0.92- 0.97）で、全日本人男性死亡率に比べ有

意に低く、疾患別の死亡率においても有意に高い疾患は認められなかった。 
白血病を除く全悪性新生物の SMR は 1.04（1.01- 1.07）で、全日本人男性死亡率

に比べ有意に高いが、肝臓、肺の悪性新生物の SMR が有意に高いことが寄与してい

るものと考えられる。また慢性リンパ性白血病を除く白血病の SMR は 1.00（0.84- 
1.18）で、全日本人男性死亡率との有意差は認められなかった（表 3.3-1～表 3.3-2, 
pp.42- 43）。 
 

これら外部比較の結果の解釈にあたっては、死亡把握漏れと健康労働者効果20)24)と

いう二つの要因がSMRを低める方向に働いている可能性と、比較する両集団の放射

線被ばく以外の発がんに係る生活習慣等の諸要因が同じとは言えない可能性があり、

その影響がSMRを高低、どちらの方向に働くかを予想することが難しい点に留意す

る必要がある。 
この放射線疫学調査では、主たる解析は前向き観察期間を対象としたので、死亡の

把握漏れの問題については殆ど考慮する必要がないと考えられる。 
しかし、たとえ前向き観察期間であっても、次の点に留意する必要がある。「2.1 (2) 

4) 同意の意思確認の状況」（p.13）で記したように、この放射線疫学調査に同意しな

い旨の申出者が 12,223 人（男性）であった。加えて、住民票の写しの交付を受けた

が、その後の前向き追跡調査の過程で、追跡調査から脱落した者は 2,478 人（男性）

であった。これらの者は、観察人年に寄与するものの、死亡の確認ができないため、

SMR を低める方向に働いている。 
 
健康労働者効果は、海外の放射線業務従事者を対象とした疫学研究においても観察

されている現象である。健康な人が雇用され、また事業所における健康管理体制が整

備されている等の理由により、一般国民の死亡率に比較して職業集団の死亡率が低く

健康な者が多い状況を指すと言われている。また追跡が長期になるとその効果は薄れ

一般国民と同様な状況に至ることが普通とされている。この放射線疫学調査において
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も観察期間（1991 年（平成 3 年）－2007 年（平成 19 年））を 4 区分した非新生物疾

患等の SMR は、近年では SMR=1 との有意差は認められなくなりつつあるが、観察

期間を通じたSMRが有意に低いのは、健康労働者効果の影響が考えられる。（表4.1-1, 
p.62）。 
また白血病を除く全悪性新生物は、近年では、ほぼ同様な SMR で推移しているこ

とから、相対的に健康労働者効果の影響を受けにくいことを示唆している（表 4.1-1, 
p.62）。 

 
生活習慣の問題については、放射線業務従事者と、全日本人男性では、喫煙、飲酒

等の生活習慣が同じとは言えない可能性も考慮する必要がある。事実、この死亡調査

とは調査の対象集団が異なるものの、過去に実施した交絡因子調査注の結果を、厚生

労働省の国民健康・栄養調査の結果と比較すると、年齢によっては喫煙習慣、飲酒習

慣は同じであるとは言えない可能性がある（表 4.1-2～表 4.1-3, pp.63- 64）。 
注：第 1 次交絡因子調査は、1997 年（平成 9 年）10 月から 1999 年（平成 11 年）3 月にかけて、

喫煙、飲酒等の生活習慣等に関するアンケート調査を行い、約 4.8 万人（男性）から回答を得た。

また第 2 次交絡因子調査は、2003 年（平成 15 年）9 月から 2004 年（平成 16 年）3 月かけて、

喫煙、飲酒等の生活習慣等に関するアンケート調査を行い、40 歳以上の男性約 4.5 万人から回答

を得た。 

 
(2)白血病の死亡率と累積線量との関連について 

 今回の調査では、慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率には、累積線量ととも

に増加する有意の傾向は認められなかった。また過剰相対リスク推定値（90%信頼区

間）は-3.01/Sv（-6.52- 0.49）で 0 との有意差は認められなかった。 
なお、主たる解析では慢性リンパ性白血病を除く白血病の最短潜伏期を 2 年と仮定

したが、0, 5, 10, 15, 20 年と仮定した感度解析の結果では、いずれの場合にも有意の

増加傾向は認められなかった（表 4.1-4, p.65、補遺-2, p.93）。 
 
慢性リンパ性白血病を除く白血病は、放射線疫学研究者のみならず放射線防護に携

わる者にとっても関心の高い死因であることから、これまでの原子力産業従事者を対

象とした疫学研究において注目している死因の一つである（表 4.1-5, p.66）。 
最近の公表された研究成果としては、国際がん研究機関（IARC）が主導的役割を

果たした 15 ヵ国国際共同研究21)、英国放射線業務従事者研究25)等があり、また原子

力発電所従事者に特化した研究成果としてカナダ、米国の原子力発電所における放射

線業務従事者研究26)27)がある。 
これら諸外国での研究にみられる慢性リンパ性白血病を除く白血病の過剰相対リ

スク推定値には、わが国の放射線疫学調査を含め大きなばらつきがある。 
 
今回の調査での慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡症例数（最短潜伏期 2 年を
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仮定）は、前回調査に比べ、10mSv 未満で 40 人増加したのに対し、100mSv 以上で

は 1 人の増加に止まっている。過剰相対リスク推定値の信頼性を高めるためには、累

積線量の高い群での症例数を蓄積することが有効であるので、今後とも放射線疫学調

査を長期に亘って継続し観察することが必要である。 
 
(3)白血病を除く全悪性新生物の死亡率と累積線量との関連について 

今回の調査では、白血病を除く全悪性新生物の死亡率は、累積線量とともに増加す

る有意の傾向を示した（p=0.024）。主たる解析では白血病を除く全悪性新生物の最短

潜伏期を 10 年と仮定したが、このほか 0, 5, 15, 20 年と仮定した感度解析を行った。    
この結果によると、最短潜伏期 5 年, 15 年を仮定した場合には、白血病を除く全悪

性新生物の死亡率は累積線量とともに増加する有意の傾向を示したが、最短潜伏期 0
年, 20 年を仮定した場合には、有意の増加傾向は認められなかった（表 4.1-6, p.67、
補遺-2, p.93）。 

 
白血病を除く全悪性新生物の O/E 比は、いずれの累積線量群においても有意に 1

より高いとは言えない。また 100mSv 以上の線量群では O/E 比の低下が認められ、

累積線量の増加とともに単調増加の傾向を示しているとは言えない。10mSv 未満の

群の O/E 比は、10mSv 以上の群の O/E 比に比べ小さく、これらの O/E 比の差が大き

いことが、白血病を除く全悪性新生物の死亡率に累積線量との有意の関連をもたらし

た可能性も考えられる。 
 
今回の白血病を除く全悪性新生物の死亡率と累積線量との関連を解釈するにあた

っては、放射線以外の発がん要因、例えば喫煙、飲酒等の生活習慣等の影響が排除さ

れていないことに留意する必要がある。 
累積線量との関連が有意であった白血病を除く全悪性新生物から、さらに肺の悪性

新生物を除外すると、死亡率と累積線量との有意の関連は認められなかった（表 3.5-1,  
p.50、補遺-3, p.98）。 
また 15 ヵ国国際共同研究21)での研究方法に準じて検討した喫煙関連の悪性新生物

には死亡率と累積線量との有意の関連が認められた（p=0.009）が、非喫煙関連の悪

性新生物では死亡率と累積線量との関連は有意ではなかった（p=0.830）（表 3.5-2, 
p.51、補遺-3）。さらに、喫煙関連の悪性新生物から肺がんを除外した場合にも、死

亡率と累積線量との関連は有意ではなかった（p=0.108）。このような結果から判断す

ると、白血病を除く全悪性新生物の死亡率に累積線量との関連が認められたことは、

喫煙による肺がんの影響の可能性を否定できない。 
なお、非新生物疾患についても喫煙関連疾患、非喫煙関連疾患に分類22)23)して検討

したところ、いずれの疾患にも死亡率と累積線量との関連は認められなかった（表

3.5-3, p.52、補遺-3）。このように喫煙関連の悪性新生物と、喫煙関連の非新生物疾患

で、死亡率と累積線量との関連が異なるのは、喫煙による影響（リスク）は、悪性新
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生物の方が非新生物疾患より大きいことに起因している可能性がある。 
 
白血病を除く全悪性新生物についても、前述した白血病と同様に、これまでの原子

力産業従事者を対象とした疫学研究において注目している死因の一つである。 
最近の公表された研究成果としては、15 ヵ国国際共同研究21)、英国放射線業務従

事者研究25)等があり、また原子力発電所従事者に特化した研究成果としてカナダ、米

国の原子力発電所における放射線業務従事者研究26)27)がある（表 4.1-7, p.68）。 
原子力産業従事者を対象とした 15 ヵ国国際共同研究結果、英国放射線業務従事者

研究結果では、白血病を除く全悪性新生物の死亡率には累積線量と有意な増加傾向が

認められたとしている。 
15ヵ国国際共同研究論文の著者等は、「白血病を除く全悪性新生物の死亡率と累積

線量との有意な増加傾向は、喫煙あるいは他の職業ばく露による交絡の影響の可能性

が部分的にはあるかも知れないが、それだけではリスクの増加を説明しきれない」、

としている。これに対し、内部被ばく・中性子被ばくの可能性があることを理由に研

究対象集団の一部を除外したこと、カナダの従事者データを除外した場合には白血病

を除く全悪性新生物の死亡率と累積線量との有意の増加傾向が認めらなかったこと

等から、このような放射線業務従事者研究の実施および結果の解釈には、慎重に注意

を払うことが必要であるとの意見28)がある。 
 
英国放射線業務従事者研究では、個人の喫煙習慣情報が不明のため交絡による影響

の可能性を直接検討してはいないが、肺の悪性新生物の死亡率に累積線量と有意な増

加傾向は認められなかった。しかし、喫煙と関連のある冠動脈心疾患死亡率が累積線

量との関連を示唆したことに起因して、非新生物疾患の循環器疾患死亡率に有意な増

加傾向が認められている。また循環器疾患全体および冠動脈心疾患、脳血管疾患等に

認められた O/E 比の累積線量群毎の傾向、すなわち O/E 比が 1 以下であった最高線

量群を除き、累積線量に伴って O/E 比が増加している傾向は、肺の悪性新生物でも類

似のパターンを示している、としている。 
著者等は、循環器疾患および肺の悪性新生物のリスクが累積線量に伴って類似のパ

ターンを示したことは、喫煙による交絡を示唆していると述べている25)。 

 

 (4)部位別の悪性新生物の死亡率と累積線量との関連について 

部位別悪性新生物では、前回第Ⅲ期調査と同様に食道、肝臓の悪性新生物および多

発性骨髄腫の死亡率が累積線量とともに増加する有意の傾向を示したほか、今回第Ⅳ

期調査で新たに肺の悪性新生物、非ホジキンリンパ腫の死亡率が有意の増加傾向を示

した（表 3.4-1, pp.46-48）。 
一つの集団で多数の異なった部位を解析した場合、5％の有意水準を用いた検定で

は統計学的に有意な結果が、20 回に 1 回は偶然によっても起こりうる。今回の調査

のように多数の検定を繰り返して行う場合には、解析結果を慎重に解釈することが必
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要である。このため、部位別悪性新生物の 16 部位を検定回数として多重比較

（Bonferroni の方法）により調整した p 値を求めたところ、食道、肝臓、肺の悪性

新生物、非ホジキンリンパ腫および多発性骨髄腫のいずれの部位においても調整後 p
値は 0.05 を超え有意ではなかった（食道がん；調整後 p 値=0.471、肝臓がん；調整

後 p 値=0.333、肺がん；調整後 p 値=0.106、非ホジキンリンパ腫；調整後 p 値=0.365、
多発性骨髄腫；調整後 p 値=0.406）。 
したがって、累積線量との有意の関連を示した部位別悪性新生物については、多数

の異なった部位の検定を行ったため偶然小さな p 値が得られた可能性も考えられる。 
 
累積線量との有意の関連を示した部位別悪性新生物について、死亡率と累積線量と

の関連をみると、いずれの線量群においても O/E 比は、有意に 1 より高いとはいえ

ない。また累積線量群別の O/E 比の点推定値は、肺の悪性新生物および非ホジキンリ

ンパ腫を除き、累積線量の増加とともに単調増加の傾向を示してはいない（表 3.4-1, 
pp.46-48）。 
 
今回の調査で、累積線量との関連が認められた部位別悪性新生物、なかでも食道、

肝臓、肺の死亡率と累積線量との有意の関連を解釈するにあたっては、放射線以外の

発がん要因、例えば喫煙、飲酒等の生活習慣等の影響が排除されていないことに留意

する必要がある。 
今回の部位別悪性新生物の結果と、過去に実施した交絡因子調査の結果では喫煙者

の割合は累積線量とともに有意の増加傾向が認められていたことを考え併せると、喫

煙に関連する虚血性心疾患、脳卒中および慢性閉塞性肺疾患等の死亡率でも累積線量

との関連を示す可能性があると想定されるが、今回の結果では、虚血性心疾患、脳卒

中等には累積線量との有意の関連は認められなかった（補遺-3, p.98）。 
 
諸外国の原子力産業従事者を対象にした最近の研究報告における、部位別悪性新生

物の死亡率と累積線量と関連についての結果を示す（表 4.1-8, p.69）。 
食道、肝臓の悪性新生物および非ホジキンリンパ腫については、死亡率と累積線量

との有意の関連は認められていない。肺の悪性新生物については、15 ヵ国共同研究

を除いて、有意の関連は認められていない。 
3 ヵ国合同解析では有意の関連（p=0.037）を示した多発性骨髄腫は、15 ヵ国共同

研究では有意の関連を示していない（p=0.058）。内部被ばく・中性子被ばくの可能性

があることを理由に、外部被ばく線量の高い者が除外されており、著者らは、「多発

性骨髄腫は晩年に発病する疾病であるため、この共同研究対象者は若年齢が多く多発

性骨髄腫に関する情報を提供していない。」としている。 
英国放射線業務従事者研究においても多発性骨髄腫の死亡率と累積線量との関連

については、1999 年の報告では有意水準（5%）に近い増加傾向（p=0.059）を示し

ていたが、2009 年の報告では有意の関連は認められていない（p=0.221）。しかし、
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罹患率は累積線量と有意の関連を示し（p=0.008）、著者らは、「比較的高線量の少数

例に依存しており、多発性骨髄腫についてはっきりしたことはいえない」としている。 

 

食道、肝臓の悪性新生物について、原子放射線の影響に関する国連科学委員会（以

下、「国連科学委員会」と略記。）2000 年報告書29)では、「食道がんの病因における放

射線の役割を評価した疫学研究は殆どない。」（付属書I、77 項）、「原爆被爆者の寿命

調査データは食道がんと放射線との関連を示す有力な証拠を提供していない。また寿

命調査のがん罹患率データは、食道がんリスクの有意な過剰を示していない。」（付属

書I、78 項）、「肝臓がんと放射線被ばくとの関連は、低LET放射線による外部或いは

内部被ばくを含む医療および作業者の研究では示されていない。」（付属書I、 16 項）

としている。このように現在までの知見では、職業被ばくによる放射線が、食道、肝

臓の悪性新生物の死亡率に影響を与えたとの証拠は認められていない。 

1

なお、肺の悪性新生物に関しては、「日本の原爆被爆者およびいくつかの急性高線

量被ばく患者群による結果は低 LET 放射線の外部被ばくに関連する肺がんリスク上

昇を示している。」（付属書 I、143 項）としているが、職業被ばくによる肺の悪性新

生物に関する知見は、ラドン被ばく鉱夫、ロシアのマヤク施設作業者等の研究成果に

限定されている。 
また非ホジキンリンパ腫に関しては、国連科学委員会 2000 年報告書では、「非ホジ

キンリンパ腫と低 LET 放射線の外部被ばくの関連を示す証拠は殆どない。」（付属書

I、257 項）としている。 
さらに、多発性骨髄腫については、「幾つかの死亡率の研究で低 LET 放射線外部被

ばくの線量の増加に伴う多発性骨髄腫のリスクの増加の傾向が示唆されている。しか

しながら、このような関連は、その罹患率の研究では一般的に明らかでない。」（付属

書 I、270 項）としている。また原爆被爆生存者の多発性骨髄腫に関しても、「原爆被

爆生存者の死亡率調査では、リスクと線量の間に統計学的に有意な関連を示した。し

かし、罹患率データでは、線量の影響がないことと一致している。罹患率の解析では

骨髄腫の診断のレビューが配慮されており、これらの知見をより重視することは妥当

であろう」（付属書 I、265 項）としている。このように国連科学委員会 2000 年報告

書では、多発性骨髄腫と放射線との関連については、死亡率データよりも、罹患率デ

ータの信頼性を重視し、リスクの存在を疑問視している。 
 
最新の国連科学委員会 2006 年報告書30)でも、低線量域の職業被ばくの研究では検

出力が十分ではなく、多くの研究で食道、肝臓および肺の悪性新生物の線量反応関係

は認められていないとしている。また非ホジキンリンパ腫については、国連科学委員

会 2000 年報告書での評価を変更しなければならないような研究結果は得られていな

いとしている。多発性骨髄腫についても、国連科学委員会 2000 年報告書での評価が

変更されることはなく、罹患データの質の高い診断情報によれば、低LET放射線被ば

くによるリスクを示す証拠は殆どないことを示唆する可能性があるとしている。 
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(5)生活習慣等の影響について 

この死亡調査とは別に実施した交絡因子調査の結果、喫煙者の割合は累積線量とと

もに増加していること、1 日の喫煙本数あるいは総喫煙量の多い者の割合にも累積線

量との関連が認められていること、飲酒率については累積線量群間で差が認められて

いないが、多量飲酒者の割合には累積線量との関連が認められていることが判明して

いる（図 4.1- 1(1)～図 4.1- 1 (6), 図 4.1- 2(1)～図 4.1- 2 (6), pp.70-71）。 
交絡因子調査の対象とした集団は、この疫学調査の解析対象集団の一部ではあるも

のの全体とは異なることから、交絡因子調査結果をこの解析対象集団に直ちに適用す

ることはできない。しかし、この疫学調査の結果を解釈する上で、累積線量群によっ

て生活習慣が異なるという知見は、極めて示唆的であることから十分に考慮に入れる

必要がある。仮に解析対象集団と交絡因子調査の集団とが同一の傾向をもっていると

すれば、死亡率と累積線量との関連が認められた食道、肝臓および肺の悪性新生物に、

喫煙等の生活習慣が交絡している可能性も否定できない。 

 
この放射線疫学調査では、交絡因子調査に回答した者についても、住民票の写し等

を用いて生死を追跡している。しかし、2007 年(平成 19 年)12 月 31 日までの観察死

亡数は全死因で 1,900 人（内数、非新生物疾患; 704 人、全悪性新生物（白血病を除

く）; 832 人）と少ない。このため、今後ともデータの蓄積に努め、生活習慣等によ

る交絡の可能性について検討することが必要である。 
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４．２ 考察のまとめ 

(1) 外部比較の結果について 

慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率は、全日本人男性死亡率（20 歳以上

85 歳未満）との有意差は認められなかった。白血病を除く全悪性新生物の死亡率

は、全日本人男性死亡率に比べ有意に高かったが、これは肝臓、肺の悪性新生物の

死亡率が有意に高いことが寄与しているものと考えられ、喫煙、飲酒等の生活習慣

等による影響の可能性を否定できない。 

非新生物疾患の死亡率は、全日本人男性死亡率に比べ有意に低く、疾患別（10
疾患）の死亡率においても有意に高い疾患は認められなかった。 

  非新生物疾患の死亡率を観察期間別にみると、近年では全日本人男性死亡率との

有意差は認められなくなりつつあるが、観察期間を通じた死亡率が有意に低いのは、

健康労働者効果の影響が考えられる。また白血病を除く全悪性新生物は、相対的に

健康労働者効果の影響を受けにくいことを示唆する結果が示されている。 
 

(2) 内部比較の結果について 

慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率に、累積線量の増加にともなう有意の

増加傾向は認められなかった。 
白血病を除く全悪性新生物の死亡率には有意の増加傾向が認められた。しかし、

白血病を除く全悪性新生物から、肺の悪性新生物を除外した場合には、累積線量に

ともなう有意の増加傾向は認められなかった。  
また悪性新生物（固形がん）を喫煙関連および非喫煙関連の悪性新生物に分類し

た調査では、累積線量の増加にともなって、喫煙関連の悪性新生物の死亡率に有意

の増加傾向が認められた。しかし、喫煙関連の悪性新生物から肺の悪性新生物を除

外した場合および非喫煙関連の悪性新生物の死亡率には有意の増加傾向は認めら

れなかった。 
このようなことから、累積線量にともなって白血病を除く全悪性新生物の死亡率

に有意の増加傾向が認められたのは、喫煙等による生活習慣等の交絡による影響の

可能性を否定できない。 
 

一方、非新生物疾患についても悪性新生物（固形がん）と同様に、喫煙関連疾患、

非喫煙関連疾患に分類して調査したが、双方の死亡率には累積線量にともなう有意

の増加傾向は認められなかった。 

喫煙関連の悪性新生物と喫煙関連の非新生物疾患で、死亡率と累積線量との関連

が異なるのは、喫煙による影響（リスク）は、悪性新生物が非新生物疾患より大き

いことに起因していることが考えられる。 
 
食道、肝臓および肺の悪性新生物の死亡率、また非ホジキンリンパ腫、多発性骨

髄腫の死亡率に、累積線量にともなう有意の増加傾向が認められた。 
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なお、多重比較法では、これらすべての悪性新生物は有意ではなかった。 
この放射線疫学調査では、一人当たりの平均観察期間が 10.9 年と短いため、こ

れらの悪性新生物の死亡率は、累積線量との有意の関連を偶然示した可能性につい

ても否定できない。特に、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫は、死亡数が少なく

不確実性が高いと考えられ、また欧米の放射線疫学調査においても累積線量との有

意の関連を示す事例は多くない。 
 

(3) 統計学的関連の解釈 

  疫学調査においては、ある要因と疾病との関係が統計学的に有意な関連を示した

としても、バイアスや偶然によるデータの偏りや交絡因子の影響の有無を十分検討

する必要がある。さらに因果関係を判断するためには、データの関連性が強いこと

のみならず、用量-反応関係が認められること、複数の研究結果で一致した傾向を

示していることおよび医学的・生物学的に合理的な説明が付くこと等が求められる。 

この放射線疫学調査では、着目すべき死因の一つである白血病を除く全悪性新生

物および一部の悪性新生物（食道、肝臓、肺）に、累積線量との有意の関連が認め

られたが、これは喫煙等の発がんに関連する生活習慣等が交絡している可能性を否

定できない。また非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫については死亡数が少なく不

確実性が高い。 

さらに、累積線量との有意の関連を認めた一部の悪性新生物（食道、肝臓、肺）、

非ホジキンリンパ腫および多発性骨髄腫の結果は、欧米の放射線疫学調査の結果と

一致しているとは認められず、またこれらの結果に対して医学的・生物学的な観点

から合理的な説明を加えることもできない。 
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表４．１－１ 観察期間別の SMR（95%信頼区間） 
 

今回調査 （第Ⅳ期調査） 
 観 察 期 間 別 

 

1991 
-2007 年 

1991 
-1994 年 

1995 
-1999 年 

2000 
-2004 年 

2005 
-2007 年 

全死因 1.01
（0.99-1.03） 

0.89
（0.83-0.95）

0.99
（0.96-1.02）

1.03
（1.01-1.06） 

1.04
（1.00-1.08）

非新生物疾患 0.95
（0.92-0.97） 

0.79
（0.72-0.87）

0.91
（0.87-0.95）

0.97
（0.94-1.01） 

1.01
（0.96-1.06）

全悪性新生物 
（白血病を除く） 

1.04
（1.01-1.07） 

0.94
（0.85-1.04）

 

1.05
（1.00-1.10）

1.05
（1.01-1.10） 

1.05
（0.99-1.11）
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表４．１－２ 第 1 次、第 2 次交絡因子調査と国民健康・栄養調査注１との比較 
  （男性、喫煙習慣のある者の割合） 

                               （単位：％） 

             年 齢 
 

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳 
 以上 

全数 
 平均

第２次調査注２ 

 
－ － 54.3 51.2 36.7 27.0 46.5 

平成 15 年  
国民健康 

・栄養調査注３

55.8 56.8 55.4 54.4 35.7 26.6 46.8 

 第 1 次調査注４ 

 
66.0 64.5 60.4 53.1 45.0 33.3 61.4 

 平成 10 年 
 国民栄養調査注５

60.3 61.9 60.5 52.5 41.8 32.4 50.8 

注１:厚生労働省が実施している調査で、国民の身体の状況、栄養摂取量および生活習慣の状況を明

らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得る調査。 

    なお、2002 年（平成 14 年）までは国民栄養調査として実施された。 

注２:第２次交絡因子調査は、平成 15年 9 月から平成 16 年 3 月に実施し、この放射線疫学調査対象

者の 40 歳以上の男性約７.4 万人に、喫煙、飲酒、原子力施設での業務歴、健康への意識等の

質問票を郵送により送付し、約 4.5 万人から回答を得た。 

ここに示す数値は、「現在、毎日たばこを吸っている」と回答した者の割合である。なお、

「－」は調査の対象外であったことを示す。 

注３:喫煙習慣については、国民 9,110 人（男性：4,204 人、女性：4,906 人）を回答実数としてい

るが、ここには男性の集計結果を記した。この調査では、現在習慣的に喫煙している者とは、

これまで合計 100 本以上または 6ヶ月以上たばこを吸っている者のうち、この 1ヶ月間に毎日

または時々たばこを吸っている者としている。 

注４:第１次交絡因子調査は、平成 9年 10 月から平成 11 年 3月に実施し、この放射線疫学調査の対

象者約 5.8 万人に喫煙、飲酒、過去の有害業務歴等の質問票を原子力事業所において配布し、

約 4.8 万人（男性）から回答を得た。 

ここに示す数値は、「現在、毎日たばこを吸っている」と回答した者の割合である。 

注５:喫煙習慣については、国民 7,911 人（男性：3,311 人、女性：4,600 人）を回答実数としてい

るが、ここには男性の集計結果を記した。この調査では、喫煙習慣のある者とは、現在、継続

的に（毎日または時々）吸っている者としている。 
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表４．１－３ 第 1 次、第 2 次交絡因子調査と国民健康・栄養調査注１との比較 

（男性、飲酒習慣のある者の割合） 
                               （単位：％） 

      年 齢 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳 
 以上 

全数 
 平均

第２次 
交絡因子調査注２ 

－ － 79.6 78.2 71.8 54.9 75.0 

平成 15 年  
国民健康 

・栄養調査注３

35.0 44.8 53.5 53.0 43.9 25.5 42.9 

 第 1 次 
交絡因子調査注４ 

73.4 79.7 78.2 75.2 66.7 46.7 76.3 

 平成 10 年 
 国民栄養調査注５

30.1 53.1 61.6 62.6 53.7 42.6 52.5 

注１:厚生労働省が実施している調査で、国民の身体の状況、栄養摂取量および生活習慣の状況を明

らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得る調査。 

     なお、2002 年（平成 14 年）までは国民栄養調査として実施された。 

注２:第２次交絡因子調査は、平成 15年 9 月から平成 16 年 3 月に実施し、この放射線疫学調査対象

者の 40 歳以上の男性約７.4 万人に、喫煙、飲酒、原子力施設での業務歴、健康への意識等の

質問票を郵送により送付し、約 4.5 万人から回答を得た。 

ここに示す数値は、「お酒を飲んでいる」と回答した者の割合である。なお、「－」は調査の

対象外であったことを示す 

注３:飲酒習慣については、国民 9,199 人（男性：4,275 人、女性：4,924 人）を回答実数としてい

るが、ここには男性の集計結果を記した。この調査では、飲酒習慣のある者とは、週 3日以上、

かつ１日に 1合（日本酒換算）以上飲酒する者としている。 

注４:第１次交絡因子調査は、平成 9年 10 月から平成 11 年 3月に実施し、この放射線疫学調査の対

象者約 5.8 万人に喫煙、飲酒、過去の有害業務歴等の質問票を原子力事業所において配布し、

約 4.8 万人（男性）から回答を得た。 

ここに示す数値は、「お酒を飲んでいる」と回答した者の割合である。 

注５:飲酒習慣については、国民 7,901 人（男性：3,305 人、女性：4,596 人）を回答実数としてい

るが、ここには男性の集計結果を記した。この調査では、飲酒習慣のある者とは、頻度が週３

日以上、かつ、１日に日本酒 1合以上またはビール大 1本以上飲んでいる者としている。 
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表４．１－４ 最短潜伏期の感度解析の結果（白血病（慢性リンパ性白血病を除く）） 
( 前向き観察    年齢、暦年、地域を調整 ） 

       

  累積線量群（ｍＳｖ）   

 ＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 

 観察数 観察数 観察数 観察数 観察数 

傾向性の 

片側検定 

 期待数 期待数 期待数 期待数 期待数    ｐ値 

 O/E 比 O/E 比 O/E 比 O/E 比 O/E 比  

 95%CI 95%CI 95%CI 95%CI 95%CI  

              

潜伏期； 0 年 99 11 17 4 2  

 97.6  12.2  12.7  6.4  4.1   

 1.01  0.90  1.33  0.63  0.49  0.860  

 (0.82 - 1.23) (0.45 - 1.61) (0.78 - 2.14) (0.17 - 1.60) (0.06 - 1.78)  

       

潜伏期； 2 年 99 12 16 4 2  

 98.2  12.1  12.6  6.2  3.8   

 1.01  0.99  1.27  0.64  0.52  0.841  

 (0.82 - 1.23) (0.51 - 1.73) (0.73 - 2.06) (0.17 - 1.64) (0.06 - 1.89)  

       

潜伏期； 5 年 98 13 14 3 2  

 96.8  11.7  12.1  6.0  3.4   

 1.01  1.11  1.16  0.50  0.59  0.861  

 (0.82 - 1.23) (0.59 - 1.90) (0.63 - 1.94) (0.10 - 1.47) (0.07 - 2.12)  

       

潜伏期； 10 年 91 10 14 3 2  

 89.5  11.1  11.4  5.4  2.7   

 1.02  0.90  1.23  0.56  0.75  0.759  

 (0.82 - 1.25) (0.43 - 1.65) (0.67 - 2.06) (0.12 - 1.63) (0.09 - 2.70)  

       

潜伏期； 15 年 78 8 8 3 1  

 73.6  9.4  9.3  4.0  1.6   

 1.06  0.85  0.86  0.74  0.61  0.833  

 (0.84 - 1.32) (0.37 - 1.67) (0.37 - 1.70) (0.15 - 2.17) (0.02 - 3.40)  

       

潜伏期； 20 年 58 3 5 1 1  

 52.2  6.6  6.1  2.4  0.8   

 1.11  0.45  0.83  0.42  1.33  0.803  

 (0.84 - 1.44) (0.09 - 1.32) (0.27 - 1.93) (0.01 - 2.35) (0.03 - 7.43)  

              

注：観察数は観察死亡数を、期待数は期待死亡数を、および 95%CI は 95%信頼区間を表す。 

   また潜伏期の年数は最短潜伏期を表す。 
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表４．１－５ 白血病（慢性リンパ性白血病を除く）の過剰相対リスク推定値 

 
 白血病 

（CLL を除く） 

観察死亡数 

過剰相対リスクの推定値（／Sv）、

括弧内は信頼区間（CI） 

わが国の第Ⅰ期放射線疫学調査注１ 

  

23 解析していない。 

わが国の第Ⅱ期放射線疫学調査注２ 

  

28 0.01(90%CI -10.0, 10.0)  

わが国の第Ⅲ期放射線疫学調査注３ 

 

79 -2.27(90%CI -7.53, 2.98)  

わが国の第Ⅳ期放射線疫学調査注４ 

 

133 -3.01(90%CI -6.52, 0.49)  

３カ国合同解析注５ 

（Cardis et al.,1995）19) 

119 2.18(90%CI 0.13, 5.7) 

15 カ国共同研究注６ 

（Cardis et al.,2007）21) 

196 1.93(95%CI   <0, 8.47) 

英国NRRWコホート研究注７ 

（Muirhead et al.,1999）20) 

91 2.55(90%CI -0.03, 7.16) 

英国NRRWコホート研究注８ 

（Muirhead et al.,2009）25) 

198 1.71(90%CI 0.06, 4.29) 

カナダ原子力発電所従事者研究注９ 

（Zablotska et al.,2004）26) 

18 52.5(95%CI 0.205, 291) 

米国原子力発電所従事者研究注１０ 

（Howe et al.,2004）27) 

26 5.67(95%CI -2.56, 30.4) 

原爆被爆生存者追跡研究 

（Pierce et al.,1996）31) 

132 4.55(95%CI 2.83, 7.07) 

注１:後向き観察（1986-1992 年）の調査結果。 

注２:前向き観察（1991-1997 年）の調査結果（最短潜伏期; 2 年）。 

注３:前向き観察（1991-2002 年）の解析結果（最短潜伏期; 2 年）。 

注４:前向き観察（1991-2007 年）の解析結果（最短潜伏期; 2 年）。 

注５:英国、米国およびカナダの 3カ国の合同解析結果（最短潜伏期; 2 年）。 

注６:英国、米国、カナダ、フランスおよび日本等 15 カ国国際共同研究結果（最短潜伏期; 2 年）。 

注７:英国の放射線従事者国家登録（NRRW: National Registry for Radiation Workers）によるコ

ホート研究で、1955-1992 年の観察結果（最短潜伏期; 2 年）。 

注８:英国の放射線従事者国家登録（NRRW: National Registry for Radiation Workers）によるコ

ホート研究で、1955-2001 年の観察結果。（最短潜伏期; 2 年） 

注９:カナダの国家線量登録（Canadian National Dose Registry）によるコホート研究結果（最短

潜伏期; 2 年）。 

注１０:米国 15 事業者の原子力発電施設での放射線従事者コホート研究結果（最短潜伏期; 2 年）。 
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表４．１－６ 最短潜伏期の感度解析の結果（全悪性新生物（白血病を除く）） 
( 前向き観察   年齢、暦年、地域を調整 ） 

       

  累積線量群（ｍＳｖ）   

 ＜１０ １０- ２０- ５０- １００＋ 傾向性の 

 観察数 観察数 観察数 観察数 観察数 片側検定 

 期待数 期待数 期待数 期待数 期待数    ｐ値 

 O/E 比 O/E 比 O/E 比 O/E 比 O/E 比  

 95%CI 95%CI 95%CI 95%CI 95%CI  

              

潜伏期： 0 年 4,083 513 547 259 174  

 4,144.4 499.6  518.5  250.7  162.7   

 0.99  1.03  1.05  1.03  1.07  0.061  

 (0.96 - 1.02) (0.94 - 1.12) (0.97 - 1.15) (0.91 - 1.17) (0.92 - 1.24)  

       

潜伏期： 5 年 4,071 507 543 252 160  

 4,145.3 492.9  509.0  240.9  144.8   

 0.98  1.03  1.07  1.05  1.10  0.018  

 (0.95 - 1.01) (0.94 - 1.12) (0.98 - 1.16) (0.92 - 1.18) (0.94 - 1.29)  

       

潜伏期： 10 年 3,730 484 511 242 122  

 3,811.7 463.8  477.3  219.8  116.4   

 0.98  1.04  1.07  1.10  1.05  0.024  

 (0.95 - 1.01) (0.95 - 1.14) (0.98 - 1.17) (0.97 - 1.25) (0.87 - 1.25)  

       

潜伏期： 15 年 3,099 418 434 189 75  

 3,179.4 394.1  395.2  170.4  76.0   

 0.97  1.06  1.10  1.11  0.99  0.042  

 (0.94 - 1.01) (0.96 - 1.17) (1.00 - 1.21) (0.96 - 1.28) (0.78 - 1.24)  

       

潜伏期： 20 年 2,213 259 287 112 31  

 2,248.8 266.5  254.5  98.0  34.3   

 0.98  0.97  1.13  1.14  0.90  0.098  

 (0.94 - 1.03) (0.86 - 1.10) (1.00 - 1.27) (0.94 - 1.38) (0.61 - 1.28)  

              

注：観察数は観察死亡数を、期待数は期待死亡数を、および 95%CI は 95%信頼区間を表す。 

  また潜伏期の年数は最短潜伏期を表す。 
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表４．１－７ 全悪性新生物（白血病を除く）の過剰相対リスク推定値 

 
 全悪性新生物（白血

病を除く） 

観察死亡数 

過剰相対リスクの推定値（／Sv）、

括弧内は信頼区間（CI） 

３カ国合同解析注1 

（Cardis et al.,1995）19） 

3,830 -0.07(90%CI -0.39, 0.30) 

15 カ国共同研究注2 

（Cardis et al.,2007）21） 

5,024 0.97(95%CI   0.14, 1.97) 

英国NRRWコホート研究注3 

（Muirhead et al.,1999）20） 

3,020 0.086(90%CI -0.28, 0.52) 

英国NRRWコホート研究注4 

（Muirhead et al.,2009）25） 

7,455 0.275(90%CI 0.02, 0.56) 

カナダ原子力発電所従事者研究注5 

（Zablotska et al.,2004）26） 

474  2.80(95%CI -0.038, 7.13) 

米国原子力発電所従事者研究注6 

（Howe et al.,2004）27） 

368 0.51(95%CI -2.01, 4.64) 

原爆被爆生存者追跡研究 

（Preston et al.,2004）32） 

10,127  男性 0.29(90%CI 0.21, 0.39) 

女性 0.55(90%CI  0.42, 0.68) 

注１:英国、米国およびカナダの 3 カ国の合同解析結果（最短潜伏期; 10 年）。 
注２:英国、米国、カナダ、フランスおよび日本等 15 カ国の国際共同研究結果。ただし、わが国のデ

ータは、白血病を除く全悪性新生物のリスク解析から除外された（最短潜伏期; 10 年）。 

注３:英国の放射線従事者国家登録（NRRW: National Registry for Radiation Workers）によるコホ

ート研究で、1955-1992 年の観察結果（最短潜伏期; 10 年）。 

注４:英国の放射線従事者国家登録（NRRW: National Registry for Radiation Workers）によるコホ

ート研究で、1955-2001 年の観察結果（最短潜伏期; 10 年）。 

注５:カナダの国家線量登録（Canadian National Dose Registry）によるコホート研究結果（最短潜

伏期; 10 年）。 

注６:米国 15 事業者の原子力発電施設での放射線従事者コホート研究結果（最短潜伏期; 10 年）。 
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表４．１－８ 部位別悪性新生物注１の死亡率と累積線量との関連 

 
 部位別悪性新生物の死亡率と累積線量との関連 

    （死亡数、p-value） 

わが国の第Ⅳ期放射線疫学調査注１ 

 

食道（n=289, p=0.039）、肝臓（n=860, p=0.025）、 

肺（n=1110, p=0.007）、非ホジキンリンパ腫（n=103, 

p=0.028）、多発性骨髄腫（n=31,p=0.032） 

 

３カ国合同解析注２ 

（Cardis et al.,1995）19) 

食道（n=104, p=0.375）、肝臓（n=33, p=0.495）、 

肺（n=1238, p=0.610）、非ホジキンリンパ腫（n=135, 

p=0.600）、多発性骨髄腫（n=44,p=0.037） 

 

15 カ国共同研究注３ 

（Cardis et al.,2007）21）  
                

食道（n=144, p=0.782）、肝臓（n=62, p=0.099）、 

肺（n=1457, p=0.009）、非ホジキンリンパ腫（n=248, 

p=0.397）、多発性骨髄腫（n=83,p=0.058） 

 

英国NRRWコホート研究注４ 

（Muirhead et al.,1999）20) 

食道（n=120, p=0.55）、肝臓&胆嚢（n=43, p=0.38）、 

肺（n=959, p=0.60）、非ホジキンリンパ腫（n=90, 

p=0.47）、多発性骨髄腫（n=40, p=0.059） 

 

英国NRRWコホート研究注５ 

（Muirhead et al.,2009）25) 

食道（n=341, p=0.407）、肝臓（n=89, p=0.208）、 

肺（n=2230, p=0.363）、非ホジキンリンパ腫（n=237, 

p=0.186）、多発性骨髄腫（n=113, p=0.221） 

 

カナダ原子力発電所従事者研究注６ 

（Zablotska et al.,2004）26) 

食道（n=14, p=0.82）、肝臓（－）注８、肺（n=183, p=0.66）、

非ホジキンリンパ腫（n=19, p=0.49）、 

多発性骨髄腫（n=10, p=0.81） 

 

米国原子力発電所従事者研究注７ 

（Howe et al.,2004）27) 

食道（－）、肝臓（－）、肺（n=125, p=0.76）、非ホジキ

ンリンパ腫（n=14, p=0.22）、多発性骨髄腫（－） 
 

注１:第Ⅳ期放射線疫学調査において、死亡率と累積線量との関連が有意となった悪性新生物を示す。 

   また最短潜伏期は 10 年を仮定した。 
注２:英国、米国およびカナダの 3 カ国の合同解析結果（最短潜伏期; 10 年）。 
注３:英国、米国、カナダ、フランスおよび日本等 15 カ国の国際共同研究結果（最短潜伏期; 10 年）。 

ただし、わが国のデータは、部位別悪性新生物の解析から除外された。 
注４:英国の放射線従事者国家登録（NRRW: National Registry for Radiation Workers）によるコホー

ト研究で、1955-1992 年の観察結果（最短潜伏期; 10 年）。 
注５:英国の放射線従事者国家登録（NRRW: National Registry for Radiation Workers）によるコホー

ト研究で、1955-2001 年の観察結果。（最短潜伏期; 10 年）。 
注６:カナダの国家線量登録（Canadian National Dose Registry）によるコホート研究結果（最短潜

伏期; 10 年）。 
注７:米国 15 事業者の原子力発電施設での放射線従事者コホート研究結果（最短潜伏期; 10 年）。 
注８:括弧内の横線は、解析の対象死因ではないことを示す。
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５．総合評価 

第Ⅳ期調査までの結果を総合して評価すると、以下のことから、低線量域の放射線

が悪性新生物の死亡率に影響を及ぼしている明確な証拠は認められなかったと言え

る。 
 
外部比較では、慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡率は全日本人男性死亡率

（20 歳以上 85 歳未満）に比べ差は認められなかった。また白血病を除く全悪性新生

物の死亡率は、全日本人男性死亡率に比べ有意に高かったが、生活習慣等の影響の可

能性を否定できない。 
 
内部比較では、累積線量の増加にともなう慢性リンパ性白血病を除く白血病の死亡

率に有意の増加傾向は認められなかった。また白血病を除く全悪性新生物および喫煙

関連の悪性新生物の死亡率に、累積線量の増加にともなう有意の増加傾向が認められ

た。しかし、これらの悪性新生物から肺の悪性新生物を除いた場合には、有意の増加

傾向は認められなかった。 
非喫煙関連の悪性新生物の死亡率に、累積線量にともなう有意の増加傾向は認めら

れなかった。 
 
これらの事実を勘案すると、今回認められた白血病を除く全悪性新生物の死亡率と

累積線量との有意な関連は、生活習慣等の交絡による影響の可能性を否定できない。 
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６．今後の課題 

この放射線疫学調査では、解析対象者の平均観察期間は約 11 年であり、平均累積

線量は 13.3mSv と低く、死亡者は解析対象者約 20 万 4 千人の約 7%（悪性新生物で

は 2.8%）に過ぎない。統計学的検出力は十分とは言えないので、この対象者につい

て観察期間を更に延長する必要がある。 
今回、放射線被ばく以外の発がんに係る生活習慣等が交絡している可能性を否定で

きないことが示唆された。解析対象者の一部については、既に交絡因子調査を実施し

ており、潜在的交絡因子の関与の解明を一層深めるためにも、今後は直接的に交絡因

子の影響を除外した調査分析を行う必要がある。 
このことにより、世界的にも注目される貴重な科学的知見が得られるものと期待さ

れることから、低線量域放射線と健康影響について、より信頼性の高い科学的知見を

得るためには、今後ともこの放射線疫学調査を継続する必要がある。 
 

またこの放射線疫学調査では対象者の個人情報を取扱うことから、個人情報保護関

係法令および疫学研究倫理指針にもとづき適正な取扱いに努めることが重要である。   
今後とも放射線疫学調査の円滑な遂行を確保するために、個人情報の取扱いに遺漏の

ないよう万全の措置を講じる必要がある。 
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